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1． 調査の背景及び目的 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル 法」と

いう。）に関して、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小員会容器包装リサイ

クルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の 3R 推進に関する小委員会

合同会合における検討を経て、平成 28年 5月に容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に

関する報告書が取りまとめられた。同報告書を踏まえ、本事業では、容器包装廃棄物の使用合理化

調査をはじめ、再商品化義務履行状況調査及び容器包装リサイクル関連調査を行い、容器包装リサ

イクル法の効率的な運用や改善に資する視座を得ることを目的とする。 

具体的に、容器包装廃棄物の使用合理化調査では、容器包装利用事業者の業種別、売上高別等と

容器包装に用いられる素材及び量等との関係を調査し、容器包装の現状把握に結びつける。再商品

化義務履行状況調査では、経済産業省が選定する再商品化義務履行が必要と考えられる事業者に対

しアンケートを行い、当該事業者の再商品化義務履行の必要性等を調査する。容器包装リサイクル

関連調査では、 容器包装リサイクル制度の施行状況等を把握するため、令和 4 年度委託調査（容器

包装リサイクル推進調査＜容器包装廃棄物使用合理化調査、容器包装リサイクル関連調査及び容器

包装利用・製造等実態把握可能性調査＞）の結果（契約締結後別途提供）をもとに、容器包装リサ

イクル制度の施行状況等についてのアップデートを行う。また、現在の容器包装リサイクル制度の

課題の抽出を行う。 

 

2． 調査の概要 

2.1 容器包装廃棄物使用合理化調査 

令和５年度に提出された容器包装リサイクル法に基づく定期報告の受付、審査、督促、情報の集

計表への入力及び集計を行った。入力に当たっては過年度データとの隔たりについても確認を行い、

容器包装の使用量、原単位の推移、5 年平均原単位変化率、取組事項等、事業者全体の傾向につい

て分析を行った。なお、前年度調査と明確な差異が確認された等の事業者にヒアリング調査等を行

った。 

 

2.2 再商品化義務履行状況調査 

再商品化義務履行が必要と考えられる 100 事業者程度に対して、特定事業者の要件への該当性を

確認するためアンケート調査を実施した。特定事業者の該当性を確認するため、容器包装の利用状

況や事業規模等を確認するアンケート調査票を作成し、再商品化義務履行が必要と考えられる事業

者を対象に、調査票及びパンフレット等を郵送し、回答も郵送で返送する方法で行った。なお、ア

ンケート未回答者に対しては電話等により少なくとも２回にわたって、調査協力の依頼・督促を行

い、結果を一覧表に整理し、目標回収率である 40％を確保した。 

 

2.3 容器包装リサイクル法関連調査 

令和 4 年度委託調査の結果をもとに容器包装リサイクル制度の施行状況等についてのアップデー

ト等を行った。また、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行状況の影響や平成
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28 年 5 月に取りまとめられた「容器包装リサイクル制度の評価・検討に関する報告書」などを踏ま

え、容器包装リサイクル制度の効率的な運用や改善に資する情報等を整理し、現在の容器包装リサ

イクル制度に係る課題の抽出を行った。これらの分析時には必要に応じて、関係団体等（公益財団

法人、省庁）にヒアリングを実施した。 

 

2.4 有識者会議等運営支援 

令和 4 年度 9 月 26 日に開催された「第 1 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済

小委員会 容器包装リサイクルワーキンググループ」について、議事録作成や委員からの質問に対す

る回答の検討等の会議運営支援を実施した。 
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3． 調査結果 

3.1 容器包装廃棄物使用合理化調査 

容器包装リサイクル法第 7 条の 6 に基づき、容器包装多量利用事業者より提出のあった定期報告

の記載内容（容器包装を用いた量や容器包装の使用合理化のために実施した取組等）を集約し、事

業者全体の傾向について整理分析を行った。 

 

3.1.1 定期報告整理台帳の作成 

定期報告書は、提出された年度ごとに、定期報告書に記載されているすべての情報を入力した

「定期報告整理台帳」を作成しなければならない（事業者からの修正連絡や疑義照会において修正

が発生した場合は、適宜修正を行うが、基本的には定期報告書に記載されたとおりに入力するもの

である）。このため、令和 5 年度に事業者が提出した定期報告書のデータを、「定期報告整理台帳」

に入力し、令和 5 年度分の定期報告整理台帳を作成した。 

データを入力する際には、過去の個社のデータと令和 5 年度提出分のデータの紐付けを行い、個

社ごとに過年度データと比較を行うことができるようにした。 

さらに、定期報告書に記載されている過年度データと今年度入力したデータとの照合を行い、過

年度と比較して数値に大きな変動があった場合等、確認すべき事業者データを抽出し、適宜データ

の修正等を実施した。 

 

3.1.2 容器包装使用量分析 

3.1.1 で作成した定期報告整理台帳をもとに、容器包装の使用量や原単位の推移、5 年平均原単位

変化率、取組事項等、事業者全体の傾向について分析を行った。 

 

(1) 定期報告における提出状況 

H23年度報告（H22実績）からR5年度報告（R4実績）において、定期報告を提出した全事業者

の業種割合は、図 1 及び表 1 の通りである。 

経年的に見ると飲食料品小売業が全体の 60%程度、各種商品小売業は 30％程度で推移しているも

のの、R4 実績では飲食料品小売業が 70%程度、各種商品小売業が 20%程度を占めていた。 

直近の R5 年度報告（R4 実績）においては、提出事業者数が 611 であった。（表 1） 
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図 1 提出事業者数の推移と内訳（H22～R4実績） 

 

表 1 提出事業者数の推移とその内訳（H22～R4実績） 

 

 

 

図 2 提出事業者数の業種別内訳（R4実績）（N＝611） 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

各種商品小売業 193 163 185 190 184 200 178 199 190 201 172 127 114

織物・衣服・身の回り

品小売業
44 33 47 48 48 61 56 61 53 54 50 42 38

飲食料品小売業 439 419 456 425 441 444 389 389 344 411 341 371 430

家具・じゅう器・機械器

具小売業
9 9 10 11 11 12 11 11 10 9 9 4 6

医薬品・化粧品小売

業
19 12 15 15 14 17 15 14 14 14 11 13 9

書籍・文房具小売業 8 9 10 10 11 16 16 15 13 13 10 6 5

スポーツ用品・がん具・

娯楽用品・楽器小売

業

8 8 10 9 9 14 13 13 10 11 11 9 9

自動車部分品・附属

品小売業
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業者数 721 653 733 708 718 764 678 702 634 713 604 572 611
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(2) 容器包装使用量の推移 

① 提出全事業者 

容器包装の使用量の推移は図 3 及び図 4 に示すとおりである。 

容器包装全体で見ると、図 3 のとおり H29 年度報告（H28 実績）までは 40 万トン以下であった

が、H30年度報告（H29実績）に大きく増加し、その後も増減を繰り返しR5年度報告（R4実績）

では約 54 万トンとなった。 

事業者あたりの容器包装使用量の推移は図 4 のとおり、H29 年度報告（H28 実績）まで約 500 ト

ンで推移したが、H30 年度報告（H29 実績）より大きく増加し、R5 年度報告（R4 実績）では最も

多く約 885 トンとなった。 

容器包装使用量が H30 年度報告（H29 実績）以降、40 万トンを超えている原因は、H30 年度報

告（H29 実績）から報告を行っている通信販売事業者 1 社と家具・じゅう器・機械器具小売業 1 社

及び H30年度報告（H29実績）から使用量が大幅に増加した飲食料品小売業 1社の影響が大きいと

考える。さらに、R5 年度報告（R4 実績）で事業者あたりの容器包装使用量が増加した要因は、新

型コロナウイルス感染症の影響により、テイクアウトの増加や衛生面の観点等からバラ売りを廃止

し個包装が増加したことが一因と考えられる。 

 

 

図 3 容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【提出全事業者】 
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図 4 事業者あたりの容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【提出全事業者】 

 

次に、業種別の使用量の推移について、容器包装使用量全体に占める各業種の変化率をみるため、

報告された容器包装使用量の総量の前年度増減分に占める業種別の容器包装を用いた量の前年度か

らの増減分の割合を当該業種の寄与度として分解（寄与度分解）を行った。（図 5） 

H23 年度報告（H22 実績）から増減を繰り返し、R5 年度報告（R4 実績）では前年度比＋11.3%

となった。業種別では「飲食料品小売業」が＋8.9%、「各種商品小売業」が＋4.1％と増加に寄与し

た。 

飲食料品小売業が増加した要因は、新型コロナウイルス感染症の影響による消費者の経済活動の

低下からは回復しつつもテイクアウトや個包装等の需要が続いていることが一因と考えられる。各

種商品小売業が増加した要因は、容器包装使用量の多い事業者における前年度比使用量が大幅に増

加し 1 社の容器包装使用量が前年度比で 3 倍以上となり、各種商品小売業の 2 割を占める使用量と

なったことが一因と考えられる。 

 

 

図 5 業種別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【提出全事業者】 
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表 2 業種別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【提出全事業者】 

 

 

 

図 6 業種別容器包装を用いた量の推移【提出全事業者】 

 

表 3 業種別容器包装を用いた量の推移と提出事業者数（H22～R4実績）【提出全事業者】 

単位：提出事業者は（社）、それ以外は（t） 

 

注）業種別容器包装使用量の合計値と総量は誤差が生じる場合がある（事業者毎の容器包装別の

合算値≒合計量であるため（四捨五入等の影響））。 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

各種商品小売業 2.6% -7.4% 3.2% 3.9% -8.9% 6.7% -1.4% 21.9% 3.3% 1.6% -2.9% -2.8% 4.1%

織物・衣服・身の回り品小

売業
-0.4% -2.2% 4.1% 0.6% -1.1% -0.1% -0.6% 1.3% -0.6% 1.3% -1.0% 2.7% -2.1%

飲食料品小売業 0.5% 1.4% 5.2% -0.7% 2.2% 3.7% -10.7% 17.5% -14.7% 17.0% 1.2% -1.3% 8.9%

家具・じゅう器・機械器具小

売業
0.3% 2.2% -2.3% 0.2% -0.1% 0.2% 0.0% 3.5% 2.5% -5.4% -0.3% -0.2% 0.3%

医薬品・化粧品小売業 0.3% -0.6% 0.8% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% -0.9% 1.1% -0.1% -0.5% -1.4% 0.1%

書籍・文房具小売業 0.0% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% -0.1%

スポーツ用品・がん具・娯楽

用品・楽器小売業
0.0% 0.0% 0.1% 0.0% -0.1% 0.3% 0.1% -0.1% -0.2% 0.1% -0.1% 0.0% 0.1%

合計 3.2% -6.8% 11.1% 4.4% -8.0% 11.6% -12.7% 43.2% -8.6% 14.5% -3.8% -3.1% 11.3%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 R3 R4

N（提出事業者数） 721 654 733 708 718 764 678 702 634 713 604 572 611

各種商品小売業 134,913 108,260 118,871 133,513 98,920 122,969 117,465 193,403 209,766 217,236 201,890 187,732 207,509

織物・衣服・身の回り品

小売業
22,827 14,789 28,523 30,728 26,343 25,828 23,397 27,981 24,883 30,572 25,426 38,971 28,763

飲食料品小売業 186,004 191,035 208,484 206,049 214,469 227,573 185,083 246,063 173,154 250,639 256,786 250,339 293,480

家具・じゅう器・機械器具

小売業
3,954 11,785 4,035 4,908 4,357 4,985 4,807 17,099 29,546 4,853 3,207 2,182 3,818

医薬品・化粧品小売業 6,750 4,543 7,214 8,340 8,706 10,710 11,488 8,386 13,838 13,565 10,848 3,681 4,185

書籍・文房具小売業 2,515 2,217 2,373 2,281 2,195 3,096 2,142 1,912 1,743 1,582 904 900 409

スポーツ用品・がん具・娯

楽用品・楽器小売業
1,583 1,500 1,856 1,815 1,497 2,716 3,152 2,694 1,933 2,516 2,230 2,048 2,544

総量 358,545 334,129 371,356 387,634 356,488 397,878 347,535 497,538 454,863 520,964 501,290 485,852 540,709
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次に、容器包装別の使用量推移について、容器包装使用量全体に占める各容器包装の変化率をみ

るため、報告された容器包装使用量の総量の前年度増減分に占める業種別の容器包装を用いた量の

前年度からの増減分の割合を当該業種の寄与度として分解（寄与度分解）を行った。（図 7） 

素材別容器包装使用量全体としての推移は図 4 と同様、H23 年度報告（H22 実績）から増減を繰

り返し、R5 年度報告（R4 実績）では 11.3%増加した。内訳はプラスチック製容器包装（袋を除く）

の＋9.8%が増加に大きく寄与した。この要因も業種別容器包装使用量の推移と同様、新型コロナウ

イルス感染症の影響による消費者の経済活動の低下からの回復によるものと、テイクアウトに加え、

総菜、ベーカリー、調剤などで個包装等の需要が続いていることが増加要因と推察する。 

 

 

図 7 素材別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【提出全事業者】 

 

表 4 素材別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【提出全事業者】 

 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 R3 R4

プラスチック製容器包装

（袋を除く）
2.1% -2.0% 4.5% 1.8% -0.2% 3.8% -5.4% 11.0% -7.3% 12.5% -2.5% -2.4% 9.8%

プラスチック製の袋 -0.3% -2.3% 2.0% 2.0% -5.2% 4.8% -3.4% 2.2% 0.5% 1.7% -5.3% -3.6% 1.1%

紙製容器包装（袋を

除く）
1.3% -0.7% 2.4% 1.4% -2.0% 1.4% -3.2% 8.8% -8.9% 10.4% -0.2% 0.2% 2.1%

紙製の袋 -0.6% -0.9% 1.5% -0.1% -0.8% 0.9% 0.0% 0.6% -0.4% 0.4% 1.6% -0.6% -0.3%

段ボール製容器包装 0.4% -1.1% 0.3% -0.8% 0.2% 1.1% -0.8% 20.8% 7.6% -10.7% 1.7% 4.6% -1.9%

その他の容器包装 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% -0.1% -0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.9% -1.6% 0.6%

合計 3.2% -6.8% 11.1% 4.5% -8.1% 11.7% -12.9% 43.5% -8.0% 14.4% -3.8% -3.6% 11.3%
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図 8 素材別容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【提出全事業者】 

 

表 5 素材別容器包装を用いた量の推移と事業者数（H22～R4実績）【提出全事業者】 

単位：提出事業者は（社）、それ以外は（t） 

 

注）業種別容器包装使用量の合計値と総量は誤差が生じる場合がある（事業者毎の容器包装別の

合算値≒合計量であるため（四捨五入等の影響））。 

 

② 連続提出事業者 

13 年連続提出事業者で継続比較が可能な 207 業者の、業種割合は図 9 に示すとおりである。直近

の R5 年度報告（R4 実績）では、全提出事業者の傾向と同様、飲食料品小売業が 59%と最も高く、

次いで各種商品小売業が 30%、織物・衣服・身の回り品小売業が 6％であった。 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 R3 R4

N（提出事業者数） 721 654 733 708 718 764 678 702 634 713 604 572 611

プラスチック製容器包装（袋

を除く）
143,844 136,552 151,671 158,283 157,441 170,829 149,258 187,447 151,139 208,162 195,218 182,913 230,434

プラスチック製の袋 84,590 76,381 83,222 90,807 70,692 87,788 74,387 81,862 84,283 92,219 64,507 46,169 51,279

紙製容器包装（袋を除く） 57,438 55,059 62,920 68,278 60,705 65,601 52,718 83,222 39,015 86,713 85,648 86,477 96,446

紙製の袋 22,393 19,150 24,230 23,708 20,430 23,740 23,606 25,776 23,995 25,946 34,266 31,315 29,856

段ボール製容器包装 45,782 41,949 42,950 39,937 40,535 44,431 41,260 113,489 151,473 102,519 111,454 134,589 125,370

その他の容器包装 4,532 5,080 6,213 6,802 6,602 5,581 5,533 5,825 7,942 8,194 12,680 4,389 7,325

総量 358,578 334,171 371,206 387,816 356,406 397,970 346,761 497,620 457,847 523,753 503,772 485,852 540,709
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図 9 提出事業者の業種別内訳（R4実績）（N＝207） 

 

容器包装の使用量の推移は図 10 に示すとおりである。 

容器包装全体でみると、H23 年度報告（H22 実績）以降緩やかに増減を繰り返しており、R5 年

度報告（R4実績）は R4年度報告（R3実績）よりも 1.4万トン減少した。最も減少量が大きい事業

者をみると、R4 年度から自社 PB 製品の容器包装を使用量から除外したことで約 0.6 万トン減少し

ていた。他には、R4年度 4月からの「プラスチック資源循環促進法」の施行に伴い、減量化や包装

の簡素化が進められたと考えられる。 

 

 

図 10 容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

次に、業種別の使用量の推移について、容器包装使用量全体に占める各業種の変化率をみるため、

報告された容器包装使用量の総量の前年度増減分に占める業種別の容器包装を用いた量の前年度か



11 

 

らの増減分の割合を当該業種の寄与度として分解（寄与度分解）を行った。（図 11） 

容器包装使用量全体では H23 年度報告（H22 実績）以降増加傾向を示していたが、R5 年度報告

（R4 実績）では減少しており、飲食料品小売業による減少が 1.2 万トンと最も大きく寄与していた。

これはR4年度報告（R3実績）に飲食料品小売業全体の使用量の１割以上を占めていた２社が、PB

商品を使用量から除外する等により使用量を 8 千トン削減していることが要因の 1 つと考える。 

 

 

図 11 業種別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

表 6 業種別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【連続提出事業者】 
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図 12 業種別容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

表 7 業種別容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

単位：t 

 

注）13 年継続提出事業者で継続比較が可能な事業者（計 207 事業者）の集計結果。業種別容器包

装使用量の合計値と総量は誤差が生じる場合がある（事業者毎の容器包装別の合算値≒合計量であ

るため（四捨五入等の影響））。 

 

次に、容器包装別の使用量の推移について、容器包装使用量全体に占める各容器包装の変化率を

みるため、報告された容器包装使用量の総量の前年度増減分に占める業種別の容器包装を用いた量

の前年度からの増減分の割合を当該業種の寄与度として分解（寄与度分解）を行った。（図 13） 

R5 年度報告（R4 実績）ではプラスチック製容器包装（袋を除く）が－6.5%と大きく減少し、プ

ラスチック製の袋と紙製容器包装（袋を除く）が増加したものの、全体では－10.6%と減少に寄与

した。R4 年度報告（R3 実績）でプラスチック製容器包装の使用量全体における約 1 割を占めてい

た 2 社による大幅な削減が要因の 1 つと考えられる 
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図 13 素材別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

表 8 素材別容器包装を用いた量の推移（寄与度分解）（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

 

 

図 14 素材別容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 R3 R4

プラスチック製容器包装

（袋を除く）
3.3% -0.9% 3.0% 0.9% 3.0% -0.3% -0.8% 1.4% 0.4% -1.0% 7.3% 3.3% -5.9%

プラスチック製の袋 -2.1% 2.3% -1.4% 0.8% -0.9% 1.4% 0.0% 0.6% 1.1% 0.7% -12.0% -0.8% 1.6%

紙製容器包装（袋を

除く）
-0.9% 0.1% -0.4% 0.1% -0.8% -0.1% -0.5% 0.0% 0.4% -0.8% 1.5% -0.3% 0.3%

紙製の袋 -0.3% -0.1% 0.1% 0.1% -0.2% 0.2% -0.1% -0.1% -0.1% -0.6% 1.7% 1.5% -2.6%

段ボール製容器包装 0.3% 0.1% 0.3% -0.4% -0.8% -0.4% 0.2% -0.3% -1.1% -1.1% 3.0% 0.3% -1.9%

その他の容器包装 -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 1.5% 3.1% -2.3% -2.2%

合計 0.4% 1.5% 1.6% 1.6% 0.2% 0.7% -1.2% 1.8% 0.7% -1.3% 4.6% 1.9% -10.6%
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表 9 素材別容器包装を用いた量の推移（H22～R4実績）【連続提出事業者】 

単位：t 

 

注）13 年継続提出事業者で継続比較が可能な事業者（計 207 事業者）の集計結果。業種別容器包装使

用量の合計値と総量は誤差が生じる場合がある（事業者毎の容器包装別の合算値≒合計量であるため

（四捨五入等の影響））。 

 

R5 年度報告（R4 実績）における密接指標の設定状況は、図 15 に示す。 

売上高を用いている事業者が 55.6%と最も多く、次いで顧客数 33.3%、販売商品個数 5.3%、店舗

面積 4.8%となった。その他としては、店舗数を用いている事業者がいた。 

 

 

図 15 密接指標の設定状況（R4実績）【連続提出事業者】 

 

次に、容器包装の素材別の合計値の原単位について、H23 年度報告（H22 実績）を基準年（＝

100）として、密接指標ごとに原単位を指数化した結果を図 16 に示す。 

売上高が密接指標の場合、H23 年度報告（H22 実績）から R1 年度報告（H30 実績）にかけて原

単位は増加傾向で推移していたが、R5 年度報告（R4 実績）では大きく減少した。 

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 R3 R4

プラスチック製容器包装

（袋を除く）
54,030 52,930 56,534 57,606 61,240 60,888 59,915 61,587 62,041 60,801 69,863 74,154 66,438

プラスチック製の袋 24,223 26,945 25,315 26,299 25,196 26,861 26,914 27,706 29,106 29,984 15,097 14,071 16,176

紙製容器包装（袋を除

く）
10,305 10,455 9,962 10,131 9,159 8,992 8,324 8,334 8,790 7,770 9,633 9,275 9,667

紙製の袋 8,819 8,652 8,750 8,874 8,675 8,891 8,803 8,641 8,468 7,743 9,814 11,801 8,431

段ボール製容器包装 19,478 19,595 19,988 19,510 18,500 17,968 18,174 17,866 16,509 15,166 18,909 19,358 16,840

その他の容器包装 169 155 134 140 76 76 19 199 319 2,146 5,981 3,041 204

総量 117,024 118,733 120,683 122,559 122,847 123,677 122,149 124,334 125,233 123,610 129,297 131,700 117,755
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図 16 原単位の推移（密接指標：売上高）【連続提出事業者】 

 

素材別原単位の推移を図 17 に示す。プラスチック製容器包装と段ボール製容器包装は基準年度

より約 1.2 倍となった。それ以外は、一時増加した時期があるものの減少傾向にある。 

 

 

図 17 素材別原単位の推移（密接指標：売上高）【連続提出事業者】 

 

顧客数が密接指標の場合を図 18に示す。R2年度報告（R1実績）以降、一時増加した年度がある

ものの、基準年と比較して減少傾向にある。 
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図 18 原単位の推移（密接指標：顧客数）【連続提出事業者】 

 

素材別原単位の推移を図 19に示す。紙製の容器包装・袋が基準年の 2倍以上と大きく増加した。

一方、プラスチック製の買い物袋は減少し、基準年の 1/2 程度となった。 

 

 

図 19 素材別原単位の推移（密接指標：顧客数）【連続提出事業者】 

 

 

③ 原単位の分布 

13 年間連続して定期報告を提出している 207 事業者のうち、連続で同じ項目の密接指標を用いて

おり、原単位の比較が可能な事業者に着目し、これらの事業者の原単位の増減傾向について分析を

行った。原単位の比較が可能な事業者は、売上高を密接指標としている 124 事業者のうち 102 事業

者、62 事業者のうち 61 事業者であった。 
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R5 年度報告（R4 実績）の密接指標を横軸に、容器包装使用量を縦軸にとり散布図（両対数表記）

を描き、R5 年度報告（R4 実績）の原単位の平均値からの乖離を示した図を図 20 及び図 22 に示す。

平均線から左上方向は、単位量あたりにお容器包装使用量が多い事業者であり、右下方向は単位当

たりの容器包装使用量が少ない事業者である。 

i) 密接指標：売上高 

全業種の散布図及び増加傾向の図を見ると、増加傾向にある事業者が 18%（18 事業者）、減少傾

向にある事業者が 65％（66 事業者）であり、減少傾向にある事業者が半数以上を占めた。 

 

図 20 原単位の増減傾向（密接指標：売上高） 

 

 

図 21 密接指標（売上高）と容器包装を用いた量の散布図 
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ii) 密接指標：顧客数 

全事業者の散布図及び原単位の増減傾向を見ると、増加傾向にある事業者が 26%（16 事業者）、

減少傾向にある事業者が 48%（29 事業者）であり、減少傾向にある事業者が約半数を占めた。 

 

 

図 22 原単位の増減傾向（密接指標：顧客数） 

 

 

図 23 密接指標（顧客数）と容器包装を用いた量の散布図 

 

④ 排出抑制への取組と原単位の関係 

排出抑制への取組状況と原単位の関係について把握するため、「全事業者」、「原単位が平均より
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小さい事業者」、「原単位が平均より大きい事業者」の 3 つに分類（原単位の平均値は、密接指標毎

に算出）した際の取組の実施率を図 24 に示す。 

全ての取組において、原単位が平均よりも小さい事業者の方が、大きい事業者よりも取組の実施

率が高くなっており、取組を実施することで排出抑制につながっていることがわかった。 

 

 

図 24 排出抑制への取組と原単位の関係 

 

⑤ 容器包装の合理化事例 

定期報告制度では、「（第 7 表）容器包装使用の合理化」にて、事業者が取り組んでいる容器包装

使用の削減に向けた取組を記載することになっている。 

何らかの合理化の取組を行っている事業者は 610 事業者であり、全提出事業者（611）事業者の

大半を占めた。 

消費者へのプラスチック製買物袋の有償による提供を行っている事業者は 414 事業者であった。

その他、定期報告書に合わせ、「消費者による排出抑制促進」、「自らの過剰使用の抑制」、「情報の

提供」ごとの取組について整理した。取組内容を図 25 及び表 10 に示す。 
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図 25 容器包装使用の合理化についての取組事業者数 
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表 10 容器包装使用の合理化事例（610事業者） 

■消費者によるプラスチック製の買物袋の排出抑制 

〇有償化の取組（414 事業者） 

・レジ袋の種類を統一し、サイズによって販売単価をご案内表示しお客さまにもご協力いた

だく。 

・プラスチック製の買い物袋は廃止し紙袋を有償化。 

・レジ袋の有償提供とマイバッグ利用のアナウンス。 

・レジ袋の販売単価の値上げを実施。等 

 

■消費者による排出抑制促進 

〇容器包装の使用についての意思確認（366 事業者） 

・小物商品会計時に容器包装の使用の有無について消費者の意思を確認。 

・お客様に対して「ご自宅使い商品か否か」を積極的に確認し簡易包装のご理解を得てい

る。 

・中元・歳暮のギフトセンターで、接客時にエコ包装での配送に協力いただきたい旨を顧客

に依頼。等 

〇繰り返し使用が可能な買物袋の提供（261 事業者） 

・厚みのある袋は繰り返しの利用を啓蒙。 

・持ち帰り用の袋（レジ袋）に厚みを持たせ、これを繰り返し使用することを案内。 

・繰り返し使用が可能なマイバッグ・マイバスケットの推進販売を強化。等 

〇容器包装の有償による提供（239 事業者） 

・一部商品を除き、紙袋についても有償による提供。 

・ギフト用の容器包装を有償で提供。 

・陳列販売商品以外の、多人数用のお好み盛り合わせのご注文に対しては、容器を別途有償

にて提供。等 

〇景品等の提供（43 事業者） 

・マイバッグを持参されたお客様のスタンプカードのポイントが貯まったら景品をプレゼン

ト。 

・イベントにて、景品としてマイバックを進呈。等 

〇その他（96 事業者） 

・段ボールや梱包材のリサイクルへの協力依頼をカタログ内に表示。 

・使用済みのトレー(発泡スチロール)、透明容器・蓋、卵パックを店頭 BOX で回収。等  
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■自らの過剰使用の抑制 

〇適切寸法（387 事業者） 

・レジ袋の適切な大きさのものを使用するよう担当者に指導。 

・商品の大きさに合わせた適切な段ボールの使用。 

・商品の量に合わせた適切なサイズの紙袋、紙箱を使用するよう、従業員へ教育.。 

・販売に使用するトレーは、商品量・形状により詳細に分類して適切なトレー使用に努めて

いる。等 

〇薄肉軽量（371 事業者） 

・薄肉化または軽量化された容器包装の使用。 

・包装紙、手提げ袋、ダンボールを薄肉化、化粧箱などを軽量化。 

・商品ごとに必要性や適性を随時見直し、薄肉化又は軽量化、大きさ等を仕入先から情報を

提供してもらうようにしている。等 

〇簡易包装（359 事業者） 

・お買い上げテープの商品への貼付けにより、包装材の削減を図る。 

・中元歳暮時の原則簡易包装配送の協力を継続依頼。 

・ラッピングが必要な箱を廃止しワンタッチの包装紙を使用しない箱を導入。等 

〇量り売り（102 事業者） 

・裸売り、ばら売り、量り売りの推進。 

・一部店舗で対面にて精肉の量り売りを実施し、容器利用を抑制。 

・青果部門においてはバラ販売、量り売りなどを実施。 

・量り売りや、鶏肉などでノントレー商品を扱う。等 

〇その他（95 事業者） 

・店舗がレジ袋を過剰に発注しないように、本部側でレジ袋の発注をコントロール。 

・倉庫からのスーツの納品をハンガー便にし、ダンボール・ビニール等の梱包をなくす。等 
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■情報の提供 

〇店頭掲示（396 事業者） 

・店内に「レジ袋削減キャンペーンポスター」を掲示し、お客様への啓発を実施。 

・日本フランチャイズチェーン協会統一の「レジ袋削減運動」のポスターを店頭に掲示。 

・レジ袋有料化の案内 POP を掲示。等 

〇容器包装への表示（92 事業者） 

・私たちの地球・環境・資源に対する取り組みを、レジ袋に表記。 

・ノントレー商品への「eco パック」表示や、惣菜の容器への紙素材表記。 

・ポリ袋に再利用を促す表示シールを貼付。等 

〇冊子配布等（96 事業者） 

・中元、歳暮の冊子での簡易包装への呼びかけ。 

・当社が書店で販売するカタログ及び既存顧客に対して無料で配布するカタログ、並びに当

社 Web ページ、また会社案内冊子において、取り組み内容を掲載。等 

〇その他（143 事業者） 

・サステナビリティの方針をホームページ上に掲載し、パッケージングにおける責任につい

て情報公開。 

・店頭にて毎月の各種リサイクルデータを公表。 

・基幹システムにて店舗在庫の把握を行い、適正在庫の管理体制を強化し情報共有。 

・テイクアウトに使用している箸等の備品をセルフ化することで無駄（過剰）を抑制。等  

 ※上記事例は事業者の定期報告書の記載内容を転記した。 

 

⑥ 地方公共団体との連携事例 

定期報告制度では、容器包装廃棄物の排出抑制に取り組んだ事項について、選択式および自由記

述にて記載することとなっている。自由記述では、レジ袋削減や各種協議会の開催等、地方自治体

と事業者が連携して排出抑制に取り組んでいる事例がみられた。 

そこで、定期報告の「（第 7 表）判断の基準となる事項に基づき実施した取組」及び「（第 8 表）

その他の合理化実施取組」において、何かしら地方自治体との取組を行っている事業者を抽出する

とともに、どのような取組がなされているかについて、図 26 及び表 11 のとおり整理した。何らか

の地方自治体との取組を行っている事業者は 127 事業者であった。内訳としては、地域の協議会等

への参加が 28 事業者と最も多く、次いで協定の締結が 24 事業者、キャンペーンへの参加が 12 事

業者、広報活動での協力が 10 事業者、その他（制度、寄付、報告等）が 53 事業者であった。 
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図 26 地方公共団体との連携内容についての取組事業者数 
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表 11 地方公共団体との連携事例 

■地域協議会等への参加（28 事業者） 

・自治体、市民が参加する協議会等に参加した際は、ごみ全般について議論する中で包装容

器についても議論。 

・県や市町などの自治体が運営する協議会への積極的な参加。 

・省庁、業界団体相互間において、プラスチック資源合理化の意見交換、情報交換を実施。

等 

■協定の締結（24 事業者） 

・自治体の推進策や競合状況等を見極めたうえで各自治体との協定を締結し、連携して削減

努力を継続。 

・容器包装の削減にかかる協定を地方公共団体、NPO 団体と締結し、成果情報の共有。 

・2008 年各自治体とレジ袋無料配布中止に関する協定を締結。  等 

■キャンペーンへの参加（12 事業者） 

・県や市が実施するグリーン購入の促進・マイバッグ普及キャンペーンに協力。 

・容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務の履行やレジ袋排出抑制キャンペーンなど自

治体と連携。 

・各県が環境月間等に実施している、買物袋持参運動キャンペーンヘの参加・協力。等 

■広報活動での協力（10 事業者） 

・環境月間では自治体と一緒に、店頭で広報活動に取り組む。 

・自治体の協力依頼に応じ、レジ袋削減等の啓発を実施。 

・JFA を通じて行政と連携し、レジ袋削減の啓発スタンド POP やステッカーの展開等によ

り、お客様への啓発を実施。等 

■その他（制度、寄付、報告等）（53 事業者） 

・有料レジ袋の収益金を、各県へ寄付し環境保全に活用。 

・各自治体へ買物袋の持参率を報告。 

・市によるリサイクル調査に協力。 

・立地自治体に制度のある場合は、エコショップ等に登録し行政の施策にも積極的に協力。

等 

 

3.1.3 種類別のプラスチック製買物袋 

(1) 定期報告における提出状況 

令和 2 年 7 月から開始したプラスチック製買物袋の有料化制度の開始に伴い、R3 年度報告（R2

実績）より定期報告書のプラスチック製の容器包装区分に新たに厚手のプラスチック製買物袋、海

洋生分解性プラスチック製買物袋、バイオマスプラスチック製買物袋が追加された。 

 

表 12 プラスチック製買物袋の業種別種類別事業者数 

 

事業者数（社）
プラスチック製

買物袋

厚手の

プラスチック製

買物袋

海洋生分解性

プラスチック製

買物袋

バイオマス

プラスチック製

買物袋

各種商品小売業 68 16 1 56

織物・衣服・身の回り品小売業 17 9 0 7

飲食料品小売業 243 48 2 255

家具・じゅう器・機械器具小売業 1 0 0 2

医薬品・化粧品小売業 6 2 0 5

書籍・文房具小売業 2 1 0 2

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 4 2 1 2

合計 341 78 4 329
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図 27 プラスチック製買物袋の業種別種類別 

 

表 13 プラスチック製買物袋の業種別種類別用いた量 

 

 

使用重量（ｔ）
プラスチック製

買物袋

厚手の

プラスチック製

買物袋

海洋生分解性

プラスチック製

買物袋

バイオマス

プラスチック製

買物袋

各種商品小売業 8,604 74 11 8,256

織物・衣服・身の回り品小売業 706 236 0 3,227

飲食料品小売業 9,276 832 6 17,755

家具・じゅう器・機械器具小売業 1 0 0 592

医薬品・化粧品小売業 349 3 0 987

書籍・文房具小売業 1 1 0 48

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 120 23 3 169

合計 19,056 1,169 19 31,034
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図 28 プラスチック製買物袋の種類別内訳 

 

 

図 29 プラスチック製買物袋の業種別種類別用いた量 

 

 プラスチック製買物袋の種類別の業種ごとの使用量内訳は以下のとおり。 

 

図 30 プラスチック製買物袋の業種別内訳（用いた量） 
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図 31 厚手のプラスチック製買物袋の業種別内訳（用いた量） 

 

 

図 32 海洋生分解性プラスチック製買物袋買物袋の業種別内訳（用いた量） 

 

 

図 33 バイオマスプラスチック製買物袋の業種別内訳（用いた量） 

 

3.1.4 まとめ 

R5 年度報告（R4 実績）の集計結果をもとに定期報告整理台帳の作成を行い、容器包装使用量の

推移について整理するとともに容器包装排出抑制に向けた取組の分析を行った。 

R5年度報告（R4実績）の容器包装使用量及び、事業者あたりの容器包装使用量は過去 13年で最

も多い結果となった。これは新型コロナウイルス感染症の影響による消費者の経済活動の低下から

の回復に加えて、テイクアウトや惣菜、ベーカリー、調剤などでの個包装等の需要が続いているこ

とが要因と考えられる。 
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3.1.5 定期報告に関する効果的・効率的集計のための方策 

令和 5年度に事業者が提出した定期報告のデータを、「定期報告整理台帳」に入力し、定期報告整

理台帳を作成する際に、手間がかかった事項及び工夫した内容や、データを集計する際に効率的集

計の為の方策を以下に示す。 

 

項目 問題点 効率的集計のための方策 

事業者名 統廃合等により事業者名が変更してい

る事業者がいるため、連続提出事業者

を集計する際に集計漏れが発生する恐

れがある。 

社名変更等あれば記載する。 

業種 事業者によって名称にばらつきがある

ため、集計用に分類し直す必要があ

る。 

業種は自由記載ではなく選択式にす

る。 

対象年度 前年度以外の年度を記載している事業

者がある。中には、報告事業者のシス

テム上、前年度以前の実績を報告開始

年度から継続して報告している事業者

もいるため、単なる誤りなのかどうか

個別に確認する必要がある。 

報告書内に報告年度が前年度以外の場

合は理由を記載してもらう。 

数字の入力 カンマか小数点か不明な場合がある。 過去のデータと比較して判断する。 

単位 売上高や顧客数の単位が事業者によっ

てばらつきがあるため、集計の際に一

つの単位に揃える作業が必要になる。 

百万円や千人等、単位を指定して記載

してもらう。また、過去のデータと比

較して判断する。 
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3.2 再商品化義務履行状況調査 

再商品化義務履行が必要と考えられる 100 事業者に対して、特定事業者の要件への該当性を確認

するため、アンケート調査を実施した（調査票は参考資料 1を参照）。アンケート調査結果は以下に

示す。 

 

3.2.1 アンケート実施期間 

アンケート調査票は 11 月 22 日（水）に対象事業者に郵送し、1 か月後の 12 月 22 日（金）を締

切日とした。さらに、アンケートの未回答者に対して、電話により 4 回にわたってアンケート調査

票の受領確認及び、調査への協力の依頼・催促を行った。表 14 に実施期間を示す。 

表 14 電話による調査への協力依頼実施期間 

実施回数 実施期間 

第 1 回 11 月 28 日（火）、11 月 29 日（水） 

第 2 回 12 月 12 日（火）～12 月 14 日（木） 

第 3 回 12 月 20 日（水）～12 月 25 日（月） 

第 4 回 12 月 26 日（火） 

 

3.2.2 アンケート回収数 

調査対象である 100 事業者のうち、回答のあった事業者は 59 社（回収率 59%）であった。59 回

答のうち、紙回答が 33 件（送付したアンケート用紙に回答を記入して返送された数）、電話回答が

26 件（電話による調査への協力依頼をした際に、口頭で回答された数）であった。表 15 にアンケ

ート回収状況を示す。 

表 15 電話による調査への協力依頼実施期間 

回答状況 件数 割合 

回答済 
紙回答 33 33％ 

電話回答 26 26％ 

未回答 
回答拒否 23 23％ 

回答なし※ 18 18％ 

総件数 100 100% 

※アンケートは発送したが、督促架電において不通・留守電等により回答の意思を確認できなかった事業者 

 

3.2.3 電話による調査票受領確認及び回答依頼結果 

アンケート回収期限までに回答が無かった事業者に対して、電話による調査票の受領確認と回答

依頼を行った。結果は以下に示す。 

1 回目の電話にて、調査の協力を得るために調査票の受領確認を行うとともに調査の趣旨を説明

したが、「基本的に義務以外のアンケートは断っている」等の理由により、アンケート調査への回

答拒否が 5 事業者あり、2 回目以降の電話は控えることとした。 

また、電話回答依頼にあたっては、事前に事務局で事業者の主力事業から特定事業者に該当する

か否かを判断し、特定事業者に該当しないと思われる事業者に対しては 2 回目以降は電話による回

答依頼を実施した。一方で、特定事業者に該当すると思われる事業者には引き続き紙での回答を依
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頼した。紙回答が難しいと回答があった事業者に対しては電話回答を受け付けた。回答があった全

26 事業者は電話回答と整理した（第 2 回督促：4 事業者、第 3 回督促：19 事業者、第 4 回督促：3

事業者）。 

電話依頼の結果を表 16 に示す。 

表 16 電話依頼結果 

 対応項目 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 

① 返送了承 26 14 12 0 

② 伝言（担当者不在） 61 42 11 0 

③ 再送 0 1 1 0 

④ 回答拒否 5 6 12 1 

⑤ 電話返信待ち 0 0 0 0 

⑥ 電話不通（番号違う等） 3 3 4 2 

⑦ 吸収合併・事業譲渡 0 0 0 0 

⑧ 確認中 0 0 0 0 

⑨ 倒産・廃業 0 0 0 0 

⑩ 不在 0 0 0 0 

⑪ 
その他（電話督促と入れ

違いで回答済み等） 

2 0 0 3 

⑫ 電話回答 0 4 19 3 

- 合計 97 70 59 9 

 

回答済 1 27 54 59 

未回答（回答拒否） 4 10 22 23 

未回答（回答なし） 95 63 24 18 

 総合計 100 100 100 100 

 

3.2.4 回答結果 

アンケートに回答した 59事業者のうち、設問 1で容器包装を使用・製造していると回答した事業

者は 12 事業者で回答事業者全体の 20％であった（12 社/59 社）。 

なお、容器包装を使用していると回答した事業者では、設問 3 の再商品化義務の履行状況につい

て、「再商品化の義務があり、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に対して再商品化委託の

申込みを行っている」事業者の該当はなかった。また、「自主回収ルート」と回答したのは 1事業者

であり、その他と回答した事業者については、いずれの事業者も該当の設問については未回答であ

った。（図 34） 
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図 34 アンケート回答事業者における容器包装の使用状況（左）、容器包装を使用していると回答し

た事業者の再商品化義務の履行状況（右） 

 

設問 3の回答詳細は以下の通り。 

「再商品化の義務がないと判断している」と回答した理由 

⚫ 家庭用資源ゴミで回収可能であるため。 

⚫ 「委託・受託」関係において受託者であり、容器・包装の素材や構造を当社は決めていないため。 

⚫  

 

3.2.5  アンケート実施上の課題と事業者の適切な再商品化義務履行に向けた課題 

(1) アンケート実施上の課題 

本アンケート調査は、紙回答を前提に回答率 40%を目標に実施されたが、紙での回答率は 33％に

留まった。一方で電話回答であれば回答をする事業者も多く、2 回目以降の督促は電話での回答も

受け付けることとした。その結果、全体の回答率は 59%だった。しかしながら、電話回答の場合、

「容器包装を使用している」事業者に、口頭で「Q2. 各年度において利用・製造等を行った容器包

装の種類等を教えてください。」や「Q3. 各年度において使用した容器包装の再商品化義務の履行状

況を教えてください。」を確認することは難しく、加えて電話回答事業者からは追加での紙回答の

協力を得られなかったため、入手できた情報が不十分であることが現実である。 

このように近年の Web アンケートの発達等から、事業者における紙面アンケートの負担感が大き

くなっていると考えられる。次年度以降は紙回答と併せて、Web 回答を受け付けるようにし、事業

者の負担感を軽減しつつ、アンケートの回答数を確保していくことが重要と考えられる。 
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(2) 事業者の適切な再商品化義務履行に向けた課題 

先述の通り、事業者への電話督促にあたっては事前に事務局で事業者の主力事業から特定事業者

に該当するか否かを判断した。その結果、「最終的に一般家庭からごみとして排出される容器包装

の利用・製造している」と想定される事業者は 42 社、「利用・製造していない」と想定される事業

者は 58 社となった。また、回答があった 59 社で見ると、事務局の事前整理では、「利用・製造し

ている」と想定される事業者は 24 社、「利用・製造していない」と想定される事業者は 35 社とな

った。一方で実際に「利用・製造している」と回答した事業者は 12 社、「利用・製造していない」

と回答した事業者は 47 社であった。つまり、「利用・製造していない」と回答した事業者 35 社の

うち、12 社については最終的に一般家庭からごみとして排出される容器包装の利用・製造している

可能性がある。これらの事業者のうち、電話で回答があった事業者に対しては可能な限り、事務局

側で調査した主力事業をお伝えしたうえで「利用・製造していない」と回答した理由を調査した。

しかしながら、「分からない」や「容器包装に該当するものは利用していない」といった回答がほ

とんどであった。事業者の容器包装リサイクル制度へのただ乗りを防止するためにはこれらの事業

者に対して制度を周知、啓発していく必要があると考えられる。 

 

表 17 事務局事前整理と実回答の差異 

回答状況 

件数 

事務局 

事前整理 

との差異 

事務局事前

整理 

利用・製造している 24 - 

利用・製造していない 35 - 

実回答 
利用・製造している 12 -12 

利用・製造していない 47 +12 
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3.3 容器包装リサイクル法関連調査 

3.3.1 容器包装リサイクル制度の施行状況等についてのアップデート等 

2023 年 9 月 26 日に行われた「第 1 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員

会 容器包装リサイクルワーキンググループ」の議論に向け、容器包装リサイクル制度の実施状況に

関する情報の整理と更新作業を実施した。 

この作業では、主に環境省や公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が公表するデータを収集

し、分別収集量や容器包装の再商品化量などのデータをアップデートした。これにより、経年変化

や現在の状況に関する分析と考察を行った。 

具体的には、令和 3 年度の最新データを取り入れると同時に、更新されたデータに基づいた考察

を行った。この結果の一例として図 35 には新たなデータの追加と更新されたデータに関する考察

をしている。また、更新版の一式は本報告書の巻末にある参考資料 2 に添付している。 

このように情報の整理と更新作業を通じ、容器包装リサイクル制度の現状をより詳細に把握し、

議論のための貴重な資料を提供した。今後も引き続き、状況のアップデートの取組みを進めていく

ことが、より持続可能な資源循環経済の実現に向けて重要である。 

 

 

図 35 容器包装リサイクル制度の施行状況等についてのアップデートの一例 

（一般廃棄物総排出量・一般廃棄物最終処分量・1人 1日あたりごみ排出量） 
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3.3.2 「容器包装リサイクル制度の評価・検討に関する報告書」の検証 

(1) 検証の概要 

平成 28 年 5 月に取りまとめられた、「容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する

報告書（以下、「H28 報告書」と記載する。）」に容器包装リサイクル制度に関する課題及び検討の

基本的視点及び、具体的な施策案が整理されている。また、図 36 に示すとおり「容器包装リサイクル

制度の施行状況の評価・検討に関する報告書に基づく 今後の対応の全体像について」において、具体的

な施策案に対し、想定される実施主体の例示がなされている。これら 2 つの資料を参考として、実施主

体毎に対応施策の実施状況を把握するとともに、課題及び課題に対する対応施策案への達成状況を確認

して現状の評価を行った。その結果は、 

 

 

 

 

表 18 のフォーマットに従い取りまとめ、H28 報告書の検証とした。 

 

図 36 施策例について対する実施主体 
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表 18 H28報告書の検証 

項目 H28 報告書 実施主体 対応施策の実施状

況 

現状の評価 分類 

課題 課題に対

する対応施

策案 

内容 課題及び課題に対す

る対応施策案を記載 

国が中心となって

有識者・関係者と連

携し検討、審議会の

サブグループなどで

検討、国、指定法

人、事業者、消費

者、自治体の 7 つの

主体で整理 

課題及び課題に対

する対応施策案に関

する実施状況を実施

主体別に整理 

課題及び課題に

対する対応施策案

への達成状況に関

する評価を実施 

対応が完

了したもの

を①、引き

続き実施し

ていくもの

を②として

分類 

 

(2) 検証の方法 

対応施策の実施状況については、まず、公開情報である報告書や関係団体等の HP を確認して整

理を行った。ただ、公開情報で確認できなかった実施状況等の情報は、関連団体等へのヒアリング

調査を行うことでその情報を補った。 

以上の手順で得られた主体毎の対応施策の実施状況の整理に対して、課題及び課題に対する対応

施策案への達成状況の評価を行った。その結果を課題に対して対応が完了したものを①、引き続き

対応していく必要があるものを②として分類した。 

 

(3) 検証結果のとりまとめ 

以上の調査を踏まえたフォローアップ結果は、参考資料 3 に示す。 
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3.4 有識者会議等運営支援 

令和 4 年度 9 月 26 日に開催された「第 1 回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済

小委員会 容器包装リサイクルワーキンググループ」において、議事録作成や委員からの質問に対す

る回答の検討等の会議運営支援を実施した。会議詳細を以下に整理する。 

 

3.4.1 日時、場所 

日時：令和 5 年 9 月 26 日（火曜日）14 時 30 分～15 時 30 分 

場所：オンライン開催 

 

3.4.2 出席者 

同ワーキンググループには 25 名の委員にご出席いただいた。当日の出席委員は表 19 の通り。 

 

表 19 当日の出席委員一覧 

No. 委員 所属 

1 足立 夏子 NPO 法人持続可能な社会をつくる元気ネット副事務局長 

2 大石美奈子 
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相

談員協会 消費生活アドバイザー 

3 大下 英和 日本商工会議所 産業政策第二部長 

4 大角 亨 一般財団法人食品産業センター専務理事 

5 岡野 知道 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会会長 

6 小野田弘士 早稲田大学理工学術院大学院環境・エネルギー研究科教授 

7 織 朱實 上智大学大学院地球環境学研究科教授 

8 金澤 貞幸 公益社団法人全国都市清掃会議専務理事 

9 川村 節也 紙製容器包装リサイクル推進協議会専務理事 

10 小山 遊子 日本チェーンストア協会環境委員会委員 

11 斉藤 崇 杏林大学総合政策学部教授 

12 笹尾 俊明 立命館大学経済学部教授 

13 佐藤 澄人 ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会会長 

14 篠木 幹子 中央大学総合政策学部教授 

15 杉山 涼子 岐阜女子大学特任教授兼㈱杉山・栗原環境事務所取締役 

16 高橋 宏郁 スチール缶リサイクル協会専務理事 

17 田中 希幸 ガラスびん３Ｒ促進協議会理事・事務局長 

18 玉谷真太郎 日本石鹸洗剤工業会容器・廃棄物専門委員会委員長 

19 西尾チヅル 国立大学法人筑波大学副学長 

20 長谷川雅巳 一般社団法人日本経済団体連合会環境エネルギー本部長 

21 舟竹以久代 一般社団法人日本百貨店協会環境・社会貢献委員会委員 
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22 保谷 敬三 アルミ缶リサイクル協会専務理事 

23 町野 静 弁護士法人イノベンティア 弁護士 

24 森塚 伸 段ボールリサイクル協議会理事運営委員長 

25 山崎 初美 主婦連合会常任幹事 

 

3.4.3 議題 

当日の議題は以下の 2 点であった。 

１．座長互選 

２．容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率等について 

 

3.4.4 議事概要 

■座長互選 

 出席委員の互選により、斉藤委員が選任された。 

 

■容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率等について 

 前回の委員会での委員からの指摘事項を精査し、対応方針を提示した。 

 紙製容器包装の再商品化義務総量を求める際に、分別収集見込総量から市町村独自処理量

を差し引くとのことだが、他の容器包装についても同じく差し引かないのか、という指摘

に対して、他の容器包装についても、分別収集見込総量から市町村の独自処理予定量を差

し引いた値と、再商品化見込量を比較し、いずれか少ない量を基礎として再商品化義務総

量を算定する。 

 

その他、委員からの主なコメント  

■容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率等について 

 独自処理予定量を控除した後の数値であっても、特定利用事業者のガラスびんのその他の

色について、自主算定方式では全業種、簡易算定方式でも過半数の 3 業種が算定係数 1 を

超える。これは容器包装リサイクル制度の趣旨に沿う状態ではない。ガラスびんのその他

の色の再商品化見込量を修正すること、並びに根本的な問題である自治体における他の色

への無色・茶色の混入について、状況把握と適切な色選別および精度の向上を要望する。 

 申込の無い、ただ乗り事業者については、所轄官庁から指導し、撲滅することを要請す

る。 

 容器包装利用・製造等実態調査について、アンケート発送先の抽出方法及び拡大推計は、

数字に一定の影響を及ぼすため、より一層、慎重な取り扱いを要望する。 
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参考資料1 再商品化義務履行状況調査に関するアンケート調査票 
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参考資料2 容器包装リサイクル制度の施行状況等についてのアップデート結果 
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参考資料3 H28 報告書のフォローアップ結果（一覧表） 

１．リデュースの推進 

（１）中身商品の製造段階で付される容器包装に関する取組 

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a.  容器包装のリデュ

ースは、事業者の自

主行動計画に基づく

自主的取組によ り一

定程度進展してい

る。引き続き、容器

包装が果たすべき機

能・役割（食品の敗

防止等）を保持しつ

つ、自主行動計画に

基づいて取組を進め

ることが効果的であ

る。 

・環境配慮設計の

手引き等の活用や

優良事例を共有す

る。 

 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・各種容器包装のリサイクルを推進する事業者

団体において、環境配慮設計のガイドライン・

手引き等を作成している。また、政府による資

源循環戦略の 3R＋Renewable の推進に対応す

るため、プラスチック容器包装の自主設計指針

の見直し対応を行うなど、策定以降も必要な改

訂が各素材でなされた。 

・３R 推進団体連絡会では、平成 18 年から「容

器包装 3R 推進フォーラム」において、自主行動

計画のフォローアップ情報の共有に加えて、事

業者、自治体、市民の事例報告を基にした情報

提供やディスカッションを通じたリデュースに

関する普及啓発活動を毎年度継続実施した。ま

た、自主行動計画のフォローアップ報告は記者

説明会ならびに日本経済団体連合会主催の容器

包装リサイクルに関する懇談会で公表するとと

もに、資料は３R 推進団体連絡会の HP に公開

し共有された。 

・企業の取組例（一例）としては、ミツカンホ

ールディングスでは、2001 年に「容器包装設計

環境ガイドライン」を制定し、商品開発や既存

品の改良時の設計に反映するようにしている。

また、プラスチック資源循環促進法の制定等の

 指針や環境配慮設計等はプラスチック

資源循環促進法の施行に伴って所要の改

訂がなされつつ、容器包装の軽量化等の

リデュースに関する取組みが継続的に行

われていることに加え、各種イベントに

おいて自主行動計画のフォローアップ等

の共有が 2006 年から切れ目なく行われ

ていることから自主行動計画に基づく取

組みが継続実施されているものと評価で

きる。 

 今後も軽量化等の技術発展などにより

リデュースが進むものと考えられること

から、自主行動計画に基づく優良事例を

共有状況等の確認・把握に努める。 

② 
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社会情勢に伴い、2022 年にバイオマスプラスチ

ックや紙への移行に関する内容を盛り込んだ。 

【PPT2、3、4、5 ページ】 

・３Ｒ推進団体連

絡会による自主行

動計画のフォロー

アップや優良事例

の展開、環境配慮

設計の情報提供の

促進、多様な主体

による改善策の検

討等をする。 

 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・各種容器包装のリサイクルを推進する事業者

団体において、３R のための自主設計ガイドラ

インを策定・公表している。また、優良事例を

ウェブサイトや年次報告書等に掲載し、継続的

にリデュースの推進に資する情報が共有されて

いる。 

・例えば、プラスチック容器包装リサイクル推

進協議会では、2008 年より会員企業・団体が取

り組んでいる環境配慮設計に関する事例を紹介

しており、環境配慮パッケージ事例検索システ

ム「プラっとサーチ」を活用し事例の共有を継

続的に行っている。毎年応募によって整理され

る環境配慮事例集では、2016 年の応募数 24 社

から 2022 年は 57 社へと増加している。 

・3R 推進団体連絡会は、自主行動計画の中で、

容器包装 8 素材ごとに軽量化率などリデュース

に係る目標値（例：プラスチックのリデュース

率を 2025 年に 22％、ガラスびん軽量化率を

2004 年比で 2025 年度までに 1.5％以上とす

る）を定め、毎年度自主行動計画のフォローア

ップとして取組状況を取りまとめ、目標に対す

る進捗状況を公表している。 

【PPT10、11、12 ページ】 

 自主設計ガイドラインや優良事例の整

理、自主行動計画の策定に加え自主行動

計画のフォローアップについては毎年実

施しており、これらの情報は公開情報と

して広く情報発信が行われており、関係

者における３Ｒ活動に資する情報提供に

貢献していると評価できる。今後も特定

事業者が自主行動計画に基づく取組みに

資する最新の環境配慮設計の事例の情報

収集と発信していくことが必要である。 
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b.  個別の物品や事業

者によっては対策が

不十分なものもある

ことから、内容物の

特性が個々の商品ご

とに異なることを踏

まえつつ、内容物に

類似性がある事業者

間における優良事例

の共有・展開や個々

の事業者ごとの環境

配慮設計のレビュ

ー、環境配慮設計等

に積極的に取り組む

事業者に対する評

価・情報発信を進め

るべきである。 

・環境配慮設計の

手順の標準化等

や、取組に対する

表彰制度を継続す

る。 

 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国 

・経済産業省では、公益社団法人日本包装技術

協会が実施する「日本パッケージングコンテス

ト」の中で、特に優れた環境配慮設計の製品に

対して大臣賞、産業技術環境局長賞、製造産業

局長賞の表彰を 2002 年より毎年行っている。コ

ンテストへの応募件数は 2010 年の 355 に対し

2022 年は 383 と微増した。 

・農林水産省では、一般財団法人食品産業セン

ターが実施する「食品産業優良企業等表彰」の

中で、環境部門[容器包装リサイクル推進タイ

プ]の区分を設け、農林水産大臣賞を毎年贈って

おり、令和 5 年度で第 44 回目となり、44 回目

の応募件数は 12 件であった。 

・環境省は、2018 年 10 月にプラスチックスマ

ートサイトを立上げて、容器包装の 3R 取組事例

689 を紹介している（2024 年 1 月時点）。ま

た、環境省・農水省で令和 5 年 3 月に容器包装

のプラスチック資源循環等に資する取組事例集

として、食品、飲料、日用品・化粧品、包装材

メーカー約 30 社 72 の事例を取りまとめ、ウェ

ブサイトで公開した。 

【PPT15、16、17 ページ】 

 優れた環境配慮設計の取組みへの表彰

の継続実施は、積極的に取組む事業者の

支援やこれから取組もうとする事業者の

すそ野を広げることに貢献していると評

価できる。引き続き表彰制度を継続し、

自主的取組みを支援していくことが重要

である。 

② 
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c.  容器包装が果たす

べき機能・役割（食

品の腐敗防止等）を

保持しな がら更なる

リデュースを進める

ためには、消費者に

対する積極的な情報

の提供、機能保持の

観点からの容器包装

の必要性と削減可能

性に関する消費者と

の対話による相互理

解の促進、排出抑制

はもとより、リサイ

クルしやすい素材選

定の観点にも留意し

た環境配慮設計の促

進等、関係主体が連

携して一体的に取り

組むべきである。 

・環境配慮設計の

促進、消費者と事

業者との対話、普

及啓発活動を、関

係者が連携した協

議会（コンソーシ

アム）等の場で促

進。その際、３Ｒ

推進マイスターを

活用する。 

 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・取組例（一例）として多摩市では、令和 2 年

に策定した「多摩市プラスチック削減方針」に

おいて、プラスチックの利用の削減、プラスチ

ックのリサイクルの推進、とりわけペットボト

ルの水平リサイクルの推進を掲げている。この

点において事業者に求められる行動例として、

「ペットボトル入りの飲料を販売する事業者

は、ペットボトルを極力みずからリサイクルす

る」こととしており、令和 4 年にサントリーと

「ボトル to ボトル」リサイクル協定を締結し、

令和 5 年度より事業を開始した。また、「多摩

市プラスチック削減方針」の「容器包装プラス

チックの利用の削減」の中でマイボトルの使用

を推奨するなど、自治体として市内の公共施設

に給水スポットを設置したり、市民や事業者に

求められる行動例を提示したりすることで、関

係主体が連携した取組を促進している。 

【参考】サントリーとの連携：https://www.cit

y.tama.lg.jp/kurashi/gomi/recycling/1002140.h

tml 

    プラスチック削減方針：https://www.c

ity.tama.lg.jp/kurashi/gomi/genryo/1002168.ht

ml 

   ウォータースタンドとの協定締結 

https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kankyo/o

shirase/1002188.html 

【PPT25 ページ】 

自治体ではリサイクルしやすい素材選定

の観点にも留意した環境配慮設計の促進

等、関係主体が連携した一体的な取り組

み事例が見受けられる。今後も多様な主

体による改善策の検討を踏まえ行政施策

に反映していくことが重要であり、国は

それらの状況の確認・把握に努める。 

② 
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１．リデュースの推進 

（２）消費者に販売する段階（小売段階）で付される容器包装に関する取組 

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   製造段階で付される

容器包装と同様に、消

費者の理解に基づきつ

つ、それぞれの業態や

地 域の特性を踏まえ

ながら、更なる自主的

取組の促進を図ること

が有効ではないかと考

えられる。また、当該

自主的取組の促進にあ

たっては、国全体での

取組と、地域ごとの取

組、両面から促進する

ことが重要である。 

・小売業事業者の

排出抑制の一層の

推進（業種別・業

態別の取組内容と

効果の相関等に関

する分析、定期報

告結果の公表等）

を行うための自主

的取組を促進す

る。 

 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国 

・経済産業省では、容器包装廃棄物の排出抑制

措置（容リ法第７条の６）に係る小売業事業者

の定期報告制度に基づいて、自主的取組等につ

いて業種別業態別の分析を実施し、その取りま

とめた結果を HP に掲載し周知を図った。2020

年 7 月には容リ法の省令改正の中で、プラスチ

ック製の買物袋の排出抑制のための取組内容や

実績等に関係する情報を記入する欄を追加し

た。 

・令和元年７月より、レジ袋の有料化が導入さ

れたことを契機として事業者の排出抑制の一層

の推進を図る施策の一つとして経済産業省・環

境省では『レジ袋チャレンジ』のキャンペーン

を打ち出した。そこには 80,525 店舗の小売事業

者の参加があり、レジ袋を使わない人の割合は

71.9％となった。 

【PPT29、30 ページ】 

定期報告の分析により最新の排出動向を

把握し、これらの結果を公開情報として

HP に掲載することで、事業者へ広く周

知され自主的取組の促進に貢献している

と評価できる。また、キャンペーンを通

じて小売事業者への取組み支援を行えた

と評価できる。今後も事業者の自主的取

組みを展開するために、引き続き定期報

告の分析に基づく排出実態の把握及びキ

ャンペーン等での後押しを実施すること

が必要である。 

② 
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・容器包装使用量

が特に多い業界に

おける業態特性を

踏まえた自主的目

標の設定と取組の

一層の展開及び取

組状況の検証をす

る。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国が中心と

なって有識

者、関係者

と連携し検

討 

・産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・

リサイクル小委員会 レジ袋有料化検討ワーキン

ググループ 中央環境審議会循環型社会部会 レジ

袋有料化検討小委員会合同会議にて、容器包装

使用量が特に多い業界の取組み動向を把握し、

プラスチック製容器包装を大量に利用する事業

者の自主的取組みを促す対策の 1 つとして、容

器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の

排出抑制を促進するために取り組むべき措置の

判断基準として、プラスチック製買物袋の有償

提供を 2020 年 7 月 1 日より規定した。 

・レジ袋の有料化の導入効果として、辞退率の

向上に伴い流通量が半減したことを把握してい

る。 

【PPT34、35 ページ】 

審議会等の議論を踏まえ容リ法の省令改

正により、多量利用事業者において、プ

ラスチック製買い物袋の有料化を実施し

た結果、レジ袋の使用量が約 10 万 t 削減

した効果が得られ、国全体で小売時の容

器包装の削減に貢献したと評価できる。

今後も容器包装使用量が多い業界の取組

み動向の確認・把握に努める。 
② 

・環境配慮設計の

促進、消費者と事

業者との対話、普

及啓発活動を、関

係者が連携した協

議会（コンソーシ

アム）等の場で促

進。その際、３Ｒ

推進マイスターを

活用する。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・３R 推進団体連絡会では、「容器包装 3R 推進

フォーラム」や「容器包装 3R 交流セミナー」を

継続して実施しており、自主行動計画のフォロ

ーアップ情報の共有に加えて、事業者、自治

体、市民の事例報告を基にした情報提供やディ

スカッションを通じてリデュースに関する普及

啓発活動を定期的に行っている。また、自主行

動計画とそのフォローアップの資料は HP に公

開し共有されている。 

・各種容器包装のリサイクルを推進する事業者

団体等において、広報誌等に事業者の環境配慮

設計などの取組み事例などを継続的に掲載し周

知・啓発活動を行った。 

【PPT41、42 ページ】 

消費者を含む各主体が連携する場として

セミナーやフォーラムの開催を継続的に

実施しており、各主体の取組みの相互理

解が図られ、関係者間で連携したリデュ

ースに関する議論が行われたものと評価

できる。今後も消費者を含む関係者との

対話の場作りを構築していくことが重要

であり、実施状況を確認・把握してい

く。 

②  
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１．リデュースの推進  

  （３）関係者の情報共有・意識向上等に関する取組  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   小売段階で付される

容器包装の削減等、地

域ごとの消費者の理解

に基づく取組を促進す

る中で、地域における

連携の在り方の具体的

検討を進めるべきであ

る。 

・３Ｒ推進団体連

絡会による自主行

動計画のフォロー

アップや優良事例

の展開、環境配慮

設計の情報提供の

促進、多様な主体

による改善策の検

討等をする。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国が中心と

なって有識

者、関係者

と連携し検

討 

・経済産業省では、「令和４年度地球温暖化・

資源循環対策等に資する調査委託費 動静脈連

携による自律型資源循環システム強靭化等に関

する調査分析」において、国内外自治体による

循環経済構築に向けた取組状況を調査し、４自

治体（広島県、和歌山県、鹿児島県薩摩川内

市、愛知県蒲郡市）を抽出して、循環経済の都

市モデル創出に関する実現可能性調査を実施し

ている。また、2023 年 3 月に策定した「成長志

向型の資源自律経済戦略」を踏まえ、自治体に

おけるサーキュラーエコノミーの取組を加速

し、サーキュラーエコノミーの社会実装を推進

するため、地域の経済圏の特徴に応じた「地域

循環モデル（循環経済産業の立地や広域的な資

源の循環ネットワークの構築等）」等の構築を

目指して、環境省と連携して、「サーキュラー

エコノミーに関する産官学のパートナーシッ

プ」を立ち上げた。 

【PPT46 ページ】 

国は委託調査事業やパートナーシップの

組成などを通じて、地域におけるリデュ

ース推進に係る連携のあり方の具体的検

討を支援している。引き続き上記取組等

による支援を行うとともに、地域におけ

る連携状況等について確認・把握に努め

る。 

② 
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 また、地域における

取組を推進するため、

市町村に求められる役

割等についても検討を

進めるべきである。 

・自治体、特定事

業者、小売事業

者、消費者等を構

成員とする協議会

等による関係者が

連携した地域にお

ける自主的な取組

を促進する。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・一例として川崎市では、プラスチックごみを

取り巻く課題に総合的かつ迅速に取り組むた

め、基本的な考え方や当面の取組等を「川崎市

プラスチック資源循環への対応方針」として取

りまとめ、容器包装の削減に向けてプラスチッ

クごみの実態を把握するとともに、市民に対し

て実態に即した説得力のある環境学習・環境教

育などを進めている。具体的施策例としては、

身近な資源物とごみのことについて考える環境

教育・学習の取組として、職員が小学校に訪問

し、資源物とごみの分け方や 3R の大切さなどに

ついて教える「出前ごみスクール」、ごみの減

量化・資源化をより推進する為、様々な年代の

市民や事業者など多様な主体が意見交換する

「ごみゼロカフェ」を継続的に行っている。 

【PPT52 ページ】 

地域における取組を推進するため、市町

村に求められる役割等について検討を進

めた自治体の事例が見受けられる。今後

も自治体の検討状況の確認・把握に努め

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

２．リユースの推進 

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a.  地域ごとのリユース

システムの構築を進め

る取組の支援や、これ

まで取り組まれてきた

各地域におけるびんリ

ユースシステム構築の

モデル事業によるベス

トプラクティスを共有

すべきである。 

・回収拠点の把握

の促進や各主体が

連携して実施する

取組みを消費者向

けに情報発信を強

化する。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・びんリユース推進全国協議会は、横浜市、京

都市、大阪市の回収拠点のマップを作成し、

2012 年 12 月に公表した。その後随時情報更新

を行っている。令和元年度には、「びんリユー

スの回収拠点の把握・利用促進に向けた調査検

討業務」を実施し、びんリユース回収拠点マッ

プを活用した自治体との連携を検討し、寝屋川

市で実施した。 

・パルシステム連合会では、2022 年と 2023 年

に返却本数を回答するとプレゼントをもらえる

キャンペーンを実施した結果、リユースびんの

返却率 10％向上させた。 

【PPT54 ページ】 

 リユースびんの回収率向上に向けて継

続的に回収拠点情報を収集し、その情報

を地図上へ表示するなど、消費者へのリ

ユースびんの返却場所の情報発信が実施

されていると評価できる。また、事業者

独自にキャンペーンを実施して回収率向

上を図る取組みも講じられており、消費

者への情報発信に貢献していると評価で

きる。今後もリユースびんの回収率向上

に向けた情報発信状況について、国は確

認・把握に努める。 

② 

・リユースびんの

利便性向上の工夫

（リユースびん規

格の統一化、回収

インフラの整備

等）の検討する。 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・びんリユース推進全国協議会にて、海洋プラ

スチックや地球温暖化問題等の対応が喫緊の課

題となるなどの社会情勢の変化を受け、再びリ

ユースびんの環境優位性に着目したペットボト

ルからのリプレースに向けた機運の高まりが見

られることから統一規格びん（720ml）開発の

検討を 2023 年に再開した。 

【PPT57 ページ】  

 リユースびんの規格化などは業界団体

を中心に取組みが行われており、すでに

規格化されている一升びんに加え、

720ml びんの規格開発再開の動きが見受

けられることは評価できる。引き続き業

界団体によるリユースびんの利便性向上

の工夫に係る取組状況についての確認・

把握に努める。 
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・高齢化社会の進

行等に伴う食事等

の宅配ビジネスの

拡大等市場環境の

変化を捉えたリユ

ース取組の導入可

能性調査等を行

う。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・循環型ショッピングプラットフォーム

「Loop」が 2021 年 3 月より運用を開始した。

Loop 専用の容器ボトルを使用した販売・回収経

路は、EC サイトと小売店としてイオンの 2 つが

ある。 

・日本ガラスびん協会は、リターナブルびんに

関わる企業・団体（ガラスびん 3R 促進協議会、

東京壜容器協同組合、びんリユース推進全国協

議会、富士ボトリング株式会社）と連携して、E

コマースと自治体回収システムを融合させた、

新たなガラスびんリユースモデルを構築するた

めの実証事業を 2022 年 4 月から行っている。 

【PPT58 ページ】 

 新たなビジネスモデルを活用したリユ

ースの取組みが民間事業で誕生しつつあ

り、リユースの広がりに貢献していると

評価できる。今後も取組状況の確認・把

握に努める。 

② 

・びん牛乳の学校

給食導入の課題を

整理し、市町村へ

検討に資する情報

を発信する。 

 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国 

・農林水産省では、学校給食用牛乳供給事業概

況調査において毎年の容器包装別供給数量の継

続して把握、公表を行っている。びん装等 の使

用率は年々減少しており、令和４年度実績で

は、6.5％（令和３年度 8.4％）となる。また、

32 の都道府県でびんの使用がない状況であり、

びん装等を利用する自治体には偏りがある。 

【PPT61 ページ】 

 びん牛乳の利用率や都道府県や自治体

による使用状況の違い等の実態を整理・

情報発信していることは評価できる。今

後、学校給食用牛乳供給動向も注視しつ

つ、学校給食への牛乳びん導入を検討す

る市町村に対する判断材料を提供してい

く。 

② 

b.  リユースの取組の拡

大には、消費者の認知

度の増加のため、消費

者のリユースに関する

取組を促進させる情報

提供や、リユースする

という行動を評価して

取り組むべきである。 

・自治体、特定事

業者、小売事業

者、消費者等を構

成員とする協議会

等による関係者が

連携した地域にお

ける自主的な取組

を促進する。 

自治体 

・多摩市ではリユース食器貸出について広報誌

や HP で情報発信することで取組を促進してい

る。また、廃棄物減量等推進審議会の中で市民

代表から意見徴収することで取組に対する評価

を行っている。 

【PPT65 ページ】 

自治体では消費者のリユースに関する取

組を促進させる情報提供や関係者が連携

した地域における自主的な取組促進を支

援しており評価できる。今後も取組状況

の確認・把握に努める。 
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c.  リユース意識の醸成

という観点も踏まえ、

イベントや会議等にお 

いてリユース容器を利

用していく取組を促進

していくべきである。 

・イベント会場等

でのリユース容器

の導入に向けた、

モデル事業等に取

り組むとともに、

国等の会議にも積

極的に活用する。 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

では、平成 30 年に味の素スタジアム実施するラ

グビーの試合でリユースカップを導入した。 

・アサヒユウアス株式会社では、茨城県つくば

市で開催される「つくばクラフトビアフェスト

2023」のイベント会場にアップサイクルステー

ションを設置し、レギュラーサイズのビールを

飲用する全来場者にリユースカップ「アルミル

ープタンブラー」を 300 円で販売した。 

【PPT67 ページ】 

事業者は、様々なイベントにおいてリユ

ース容器の実証・導入を行っている。ラ

グビーの試合でのリユースカップ導入で

は、リユースカップの持ち帰り率が

85.6%を達成し、「つくばビアフェスト

2023」へのリユースカップ導入では、お

よそ 3.5 万個のプラカップを削減（CO2

換算約 2.6t）している。イベントへのリ

ユースカップ導入については一定の削減

効果が出ていると評価できる。 

 引き続き、イベントにおいてリユース

容器活用機会を捉えた事業者の取組の確

認・把握に努める。 

  

・２０２０年オ

リ・パラを契機と

して３Ｒを推進す

るための方策や人

材育成等を検討す

る。 

C：国 

E：事業者、消費

者、自治体等 

国 

・環境省は、市民に対し、資源の大切さや 3R の

取り組みを発信すべく、定期的に「Re-Style 

FES!」を開催している。2018 年や 2019 年には

全国 6 か所で、2022 年にはイオンモール幕張新

都心で開催された。同イベントは来場者参加型

企画として、通常使用される使い捨てプラスチ

ックケースを削減するためのリユース食品利用

を広く呼び掛ける”削減プロジェクト”を実施し

ており、イベントの参加を通じて、市民の 3R 意

識の醸成を図っている。 

【PPT69 ページ】 

 国では 2020 年オリ・パラ開催にかか

わらず、継続して全国でイベント等を通

じた容器包装のリユースの取組みや啓発

活動を実施している。2018 年の「Re-

style Fes!」では 12,240 のリユース行動

が見られ、204kg の資源量の節約につな

がった。また、イベントのアンケートで

は回答者の 97%が「今後も 3R 活動に取

り組みたい」と回答するなど、イベント

を通じて、市民のリユースに関する理

解、取り組みの周知が進んでいるものと

評価できる。 

③  
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３．分別収集・選別保管  

 （１）市町村と特定事業者の役割分担・費用分担等  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   自治体費用の透明

化を図りつつ、今後

の我が国の容器包装

リサイクル制度にふ

さわしい役割分担の

考え方や自治体の負

担感軽減策につい

て、十分に議論を重

ねていくべきであ

る。 

・地域協議会等を

通じ自治体の優良

事例の共有や消費

者への情報提供等

の主体間連携を促

進する。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・自治体は特定非営利活動法人 持続可能な社会

をつくる元気ネットと「容器包装の３Ｒと普及

啓発に関する情報交換会」を実施している。具

体的には 3R 推進団体による最新状況の共有、自

治体からの課題の共有とディスカッション、元

気ネットの普及啓発活動の紹介などが主要な議

題であり、フリーディスカッションの時間にて

分別収集・選別保管に関する質問やリサイクル

費用の費用負担方法について質疑応答を行って

いる。 

【PPT10 ページ】 

自治体では、市民団体等と連携した情報

交換会を実施している。情報交換会では

各実施主体の活動内容や課題が共有さ

れ、実施主体間で議論を行う場が形成さ

れてきていると評価できる。今後も継続

して議論を行うための場を提供していく

ことが重要である。 

② 

・自治体の処理に

係る負担の状況を

把握し、自治体の

費用の透明化に関

する調査の継続的

実施を行う。 

C：国 

国 

・環境省では、平成 29 年度に全国 1,741 市町村

に対して、市区町村における分別収集・選別保

管に係る費用の実態調査を実施し、1,452 市町村

から回答を得た。（回収率は 83.4％）集計対象

市区町村における容器包装廃棄物の収集運搬に

係る費用の合計は 1,260 億円、選別保管に係る

費用の合計は 691 億円、管理に係る費用の合計

は 241 億円（合計 2,192 億円）であった。 

【PPT78 ページ】 

環境省では、自治体の処理に係る費用の

負担状況を把握していると評価できる。

処理費用の変動に影響すると考える人件

費や燃料代の高騰等が昨今見られること

から、自治体の費用の負担状況を必要に

応じて確認を行うことが適当である。 

② 



70 

 

・一般廃棄物会計

基準等の導入支援

を行うとともに、

一般廃棄物会計基

準の簡素化も検討

する。 

C：国 国 

（会計基準の導入支援） 

・会計基準自体は H19 から導入されている。 

・環境省では、令和 3 年に循環型社会形成推進

交付金に関する制度の改正を行った。これまで

はごみ焼却施設を新設する場合、「一般廃棄物

会計基準の導入の検討」が要件だったが、R3 年

の改正をもって「一般廃棄物会計基準の導入」

が要件化された。 

（簡素化） 

・一般廃棄物の種類としてプラスチック製容器

包装等、20 種類に分類していたが、改定後は生

活系と事業系の 2 種類に簡易化された。 

【PPT79 ページ】 

国では、ごみ焼却施設を新設する場合に

「一般廃棄物会計基準の導入」を要件化

することで、会計基準の導入を促した。

また、一般廃棄物会計基準について、一

般廃棄物の種類としてプラスチック製容

器包装等、20 種類に分類していたが、改

定後は生活系と事業系の 2 種類に簡易化

された。 

① 

・市町村とリサイ

クル事業者の処理

を一体化すること

で社会全体のコス

トの低減効果や制

度的課題を把握す

る。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・平成２９年度に製品プラスチックの一括回収

の実証研究を実施した結果、自治体・リサイク

ル事業者間で重複している選別プロセス分のコ

スト削減などの効果が確認された。その内容等

を踏まえ、プラ法の中でリサイクル事業者と連

携して、再商品化計画を策定し、国の認定を受

けることで、市町村による選別・梱包等を省略

してリサイクルを実施することができることと

した。 

【PPT80、81 ページ】 

 市町村とリサイクル事業者の処理一体

化は、実証研究によりコスト削減効果等

が確認されたことを踏まえ、市区町村と

再商品化事業者の各々で行っていた選別

等の中間処理工程の一体化、合理化を可

能とする制度を規定するプラスチック資

源循環促進法が制定された。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 

① 
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・製品プラスチッ

クの一括回収の実

証研究を検討・実

施する。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・プラスチック資源循環促進法へのスムーズな

対応のため、市区町村が主体となって実施する

分別収集・リサイクル（以下「一括回収等」と

いう。）、もしくは地方公共団体が主体となっ

て製造事業者等と連携して実施する使用済みプ

ラスチック使用製品の自主回収・リサイクル

（以下「自主回収等」という。）に係る先進的

モデルの形成支援を行うことを目的に、令和 4

年度は、一括回収等を行う 12 自治体（八戸市、

岩手町、猪苗代町、鹿嶋市、那須塩原市、大泉

町、江戸川区、横須賀市、富山市、沼津市、兵

庫県、福岡県）、自主回収等を行う 4 自治体

（秋田県、川崎市、東京都、藤沢市）の合計 16

自治体で実施した。 

【PPT82 ページ】 

 製品プラスチックの一括回収等に関す

るモデル事業を実施し、市民の分別状

況、CO2 排出量やコストの削減効果が確

認されたことを踏まえ、プラスチック資

源循環促進法を制定し、製品プラスチッ

クの一括回収等を可能とする法整備をし

たことは評価できる。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 

① 

・既に参加してい

る市町村、消費者

の取組促進、これ

までの努力や貢献

に対する評価及び

その国際比較の可

能性の検討、未参

加市町村の参加促

進方策の１つとし

て、国全体として

の目標の設定につ

いて検討を開始す

べきであり、その

ためにまずは容器

包装全体のフロー

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・令和元年 5 月にプラスチック資源循環戦略が

策定された。同戦略では３Ｒ＋Renewable の基

本原則と、６つの野心的なマイルストーンを目

指すべき方向性として掲げており、マイルスト

ーンについては 2030 年を中心に「リデュー

ス」、「リユース・リサイクル」、「再生利

用、バイオプラスチック」を対象に数値目標が

掲げられている。 

・同戦略の進捗、施策効果を把握していくた

め、環境省では指標の設定がなされた。また、

経産省では、「循環経済ビジョン 2020」、「成

長志向型の資源自律経済（令和４年５月１９日

産業構造審議会総会資料）」等を踏まえ、資源

循環経済政策の加速化を図るため、容器包装の

処理フローを整理した。 

国としての方向性を整理したうえで目標

設定や数値の把握が進められており、検

討の動きとして評価できる。今後は、数

値目標達成に向けた各種実施主体の取組

を継続的に確認していく必要がある。 

② 
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を整理した上で、

目標設定に向けて

どのような指標が

適当かの検討を進

める。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022F

Y/000070.pdf 

＜詳細＞ 

・環境省では、第四次循環型社会形成推進基本

計画でライフサイクル全体の徹底的な資源循環

に関する指標として、容器包装廃棄物の回収地

方公共団体数・実施人口割合（ プ ラ ス チ ッ ク

系）を設定している。令和 4 年に第四次循環型

社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検

結果（循環経済工程表）では、その指標は 85.

1%（2019 年度）となる。 

・経済産業省では、令和 5 年にプラスチック製

容器包装、PET ボトル、紙製容器包装、ガラス

びんの動静脈物流解剖図を作成し、課題を整理

した。 

【PPT83 ページ】 

・社会全体の費用

の低減について、

各主体の役割分担

がいかにあるべき

か引き続き検討を

行う。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・社会全体の費用の低減方策を検討するため、

幅広い製品、容器包装にあまねく利用されてい

るプラスチックに着目して審議が行われ、令和

3 年 1 月に取りまとめられた「今後のプラスチ

ック資源循環施策のあり方について」では、プ

ラスチック製容器包装・製品の製造事業者は環

境配慮設計に取り組むこと、小売り・サービス

事業者等はワンウェイの容器包装・製品の使用

の合理化に取り組むこと、消費者、市町村はプ

ラスチック資源の効率的な回収に取り組むこ

と、再商品化事業者はプラスチック資源の性状

に応じた最適なリサイクル基盤整備に取り組む

こととされている。消費者、市町村による分別

回収においては、分別収集・選別保管プロセス

製造事業者には環境配慮設計や再生素材

やバイオプラスチックなど代替素材の利

用促進、小売・サービス事業者等はリデ

ュースの徹底など、各主体の役割分担が

整理され、これらの取組を推進するた

め、プラスチック資源循環促進法が制定

されたことは評価できる。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 

①  
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全体でコストが低減し、リサイクルに支障がな

い場合、選別工程の一体的運用を可能とするよ

うプラスチック資源循環促進法を制定し、再商

品化計画の認定により市町村による選別工程の

選別・梱包等を省略して再商品化実施者が再商

品化を実施することが可能となった。 

【PPT84 ページ】 

 

３．分別収集・選別保管  

 （２）合理化拠出金の在り方  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   合理化拠出金制度

は、市町村の分別収

集・選別保管業務の質

の向上の取組に対する

インセンティブとして

の意義を果たしてお

り、ベール品質の向上

やそれに伴う社会全体

のコスト削減の効果を

継続させる観点から、

今後も維持すべき。 

・合理化拠出金の

配分方法を検討す

る。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・合理化拠出金の拠出総額は平成 20 年度から令

和 4 年度までの累計で 407 億円に上り、市町村

の分別収集・選別保管業務の質の向上の取組に

対するインセンティブとしての意義を果たして

きた。平成 29 年度以降、最も拠出金額が大きい

令和元年で 1 億円である等、拠出金額が減少傾

向にある。中でも令和 2 年、令和 3 年は全素材

で実際のリサイクル費用が想定金額を上回り、

拠出金は発生しなかった。 

近年拠出金は発生していないもののベール品質

は向上しており、一例としてプラスチック製容

器包装では、再商品化率を大きく左右する非常

に重要な項目である容器包装比率の A ランク

（比率 90％以上）のベールが 95％超という高い

水準を維持している。 

【PPT88 ページ】 

ベール品質は近年高い水準で維持されて

おり、当初の制度導入目的を一定程度果

たしたと評価できる。 

 今後も指定法人による市町村からのベ

ール引き取りスキームの中で行われてい

る品質調査により、ベール品質の動向把

握に努める。 

② 
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 そのため、再商品化

事業者の生産性の向上

や、再生材の市場拡

大、入札制度の見直し

を通じた一般枠の競争

促進、合理化拠出金の

配分方法の工夫等を図

ることを通じて、合理

化拠出金を再活性化さ

せ、引き続き市町村に

対するベール品質の維

持向上及び合理化の取

組や特定事業者の取組

へのインセンティブに

つながるようにするこ

とが重要である。 

・拠出金を活用し

た消費者への分別

意識の普及啓発の

促進を図る。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・拠出金は減少しているが、自治体では、ごみ

処理アプリの提供や公式 LINE を通じた情報発

信等、一般的な普及啓発に取り組んでいる。 

消費者に対して容器包装リサイクルに係

る普及啓発に向け、様々なメディアを活

用して促進が図られているものと評価す

る。継続的に取り組まれることを期待す

るとともに、今後の取組状況の確認・把

握に努める。 

  

・一般枠での競争

の促進に資する入

札制度の見直し等

を通じて合理化拠

出金を再活性化さ

せる。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

平成 29 年度入札より質の高い安定的なリサイク

ルを促進するため、総合評価で認められた入札

量の 2/3 を安定枠とした。また、材料リサイク

ル事業者は一般枠での入札を不可としていた

が、材料リサイクル事業者であっても、希望す

る事業者には一般枠での入札を可能とした。 

【PPT118 ページ】 

一般枠での競争の促進に資する入札制度

の見直しは行われたものと評価できる。

引き続き入札の執行状況を確認していく

必要がある。 

② 

・現状のベール品

質向上の効果を維

持できるよう留意

しつつ、合理化を

進めるリサイクル

事業に対する投資

として活用する工

夫も検討する。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・拠出金は減少しているが、指定法人による分

別基準適合物の品質調査結果をみると、紙製容

器包装の施設毎の A ランク取得率は平成 28 年

度で 98％、令和 4 年度で 96％、プラスチック

容器包装の施設毎の A ランク取得率は、平成 28

年度で 96％、PET ボトルの A ランク取得割合

は、平成 30 年度で 97％、令和 4 年度で 97％と

いずれも品質は高い水準を維持している。 

【PPT89 ページ】 

 ベール品質は近年高い水準で維持され

ており、当初の制度導入目的を一定程度

果たしたと言える。 

 今後も指定法人による市町村からのベ

ール引き取りスキームの中で行われてい

る品質調査により、ベール品質の動向把

握に努める。 ②  
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３．分別収集・選別保管  

 （３）店頭回収等の活用による収集ルートの多様化  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

    収集量の拡大が大

きな課題の一つである

ところ、小売事業者が

自主的に行っている店

頭回収は、これまでの

実績から、一定の品質

を確保した容器包装の

収集量の拡大に効果的

な収集ルートとして評

価に値するものであ

り、自治体回収の収集

量の拡大と並行して、

店頭回収を活用した収

集ルートの多様化を促

進することが重要であ

る。 

・廃ペットボトル

について、廃棄物

処理法の再生利用

認定制度の活用を

促進し、店頭回収

による収集ルート

の拡大を図る。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・近年、廃ペットボトルは市場において高値で

有償取引されるようになる等の市場環境の変化

から、廃棄物処理法の再生利用認定制度を用い

ずに店頭回収が拡大している。 

・プラスチック使用製品の自主回収の取組の多

様化や規模の拡大を促進するために、プラスチ

ック資源循環促進法を制定し、製造事業者等の

自主回収・再資源化事業計画の認定制度を設

け、廃棄物処理法に基づく業許可がなくても、

使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資

源化事業を行うことができるようになった（プ

ラ法 39 条）。 

【PPT90 ページ】 

使用済プラスチック製品の自主回収の取

組を推進する新たな制度が創設され、店

頭回収による収集ルートの拡大に資する

ものと評価できる。今後の市況変化及び

店頭回収状況並びに同法の執行状況を確

認していく必要がある。 

② 

・店頭回収につい

て、法的位置づけ

や、積極的に取り

組む事業者の登録

や店舗の表彰等に

よる店頭回収を行

う事業者の取組促

進策を含め、検討

する。 

A：国が中心とな

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・プラスチック資源循環促進法においては、自

ら製造・販売したプラスチック使用製品が使用

済となったものについて、製造事業者等の自主

回収・再資源化事業計画を国が認定することで

廃棄物処理法の規定による業許可を受けずに再

資源化を実施できる仕組みを構築した。 

【PPT93 ページ】 

 国では、廃棄物処理法の再生利用指定

制度に加えて、国の認定を受けて廃棄物

処理法による業許可を受けずに再資源化

を実施できる仕組みを構築したことは評

価できる。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 

① 
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って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

・地域協議会等を

通じた優良事例の

共有や消費者への

情報提供等の主体

間連携を促進す

る。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・一例として、川崎市では、プラスチック資源

循環に向けて市民、事業者、行政の協働による

プラスチック循環や拠点回収の取組を推進し、

プラスチック資源循環に向けた行動変容を促進

するプラットホームとして、令和 4 年 4 月に

「かわさきプラスチック循環プロジェクト」を

設立した。現在 14 事業者が登録されている。 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/00001

39506.html 

【PPT95 ページ】 

 当該プラットホームを通じたプラスチ

ック資源循環に向けた取組の情報発信、

消費者の行動変容を促す取組として評価

できる。今後もプラットホームの活動を

確認していく。 
③  

 

３．分別収集・選別保管  

 （４）プラスチック製容器包装の分別収集・選別保管の在り方  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a.  プラスチック製容器

包装については、他の

処理との比較におい

て、手間や費用の負担

等を理由に分別収集・

選別保管をやめる自治

体も出てきている現状

を踏まえ、自治体の負

・地域協議会等を

通じた優良事例の

共有や消費者への

情報提供等の主体

間連携を促進す

る。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

自治体 

・一例として、川崎市ではごみの減量化・資源

化を推進するため平成 28 年 10 月以降「ごみゼ

ロカフェ」を開催し、容器包装に限らず廃棄物

削減に関する情報提供を行い、市民と意見交換

する場を設けている。 

【PPT99 ページ】 

自治体では、消費者等と連携した情報交

換会を継続的に実施している。情報交換

会では各実施主体の活動内容や課題が共

有され、実施主体間で議論を行う場が形

成されており、主体間連携を推進しよう

とされていると評価できる。今後も継続

して議論を行うための場を提供していく

ことが重要である。 

② 
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担感軽減策を検討すべ

きである。 

・自治体の処理に

係る負担の状況を

把握し、自治体の

費用の透明化に関

する調査の継続的

実施を行う。 

C：国 

国 

・プラスチック製容器包装の処理に係る費用に

ついては、H16・24・28 年度に引き続き H29 年

度に全国 1,741 市町村に対して実態調査を実施

し、1,452 市町村から回答を得た。集計対象市区

町村におけるプラスチック製容器包装廃棄物の

収集運搬・選別保管・管理に係る費用の合計は

他の種類の容器包装と比較して高いという結果

であった。 

【PP100 ページ】 

国は自治体のプラスチック製容器包装の

処理に係る費用について調査を実施して

いる。引き続き自治体の処理に係る負担

の状況を把握するため、必要に応じて調

査を行う。 ① 

・一般廃棄物会計

基準等の導入支援

を行うとともに、

一般廃棄物会計基

準の簡素化も検討

する。 

C：国 国 

（会計基準の導入支援） 

・会計基準自体は H19 から導入されている。 

・環境省では、令和 3 年に循環型社会形成推進

交付金に関する制度の改正を行った。これまで

はごみ焼却施設を新設する場合、「一般廃棄物

会計基準の導入の検討」が要件だったが、R3 年

の改正をもって「一般廃棄物会計基準の導入」

が要件化された。 

（簡素化） 

・一般廃棄物の種類としてプラスチック製容器

包装等、20 種類に分類していたが、改定後は生

活系と事業系の 2 種類に簡易化された。 

【PPT101 ページ】 

国では、ごみ焼却施設を新設する場合に

「一般廃棄物会計基準の導入」を要件化

することで、会計基準の導入を促した。

また、一般廃棄物会計基準について、一

般廃棄物の種類としてプラスチック製容

器包装等、20 種類に分類していたが、改

定後は生活系と事業系の 2 種類に簡易化

された。 

① 
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・市町村とリサイ

クル事業者の処理

を一体化による社

会全体のコストの

低減効果や制度的

課題を把握する。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・平成２９年度に製品プラスチックの一括回収

の実証研究を実施した結果、自治体・リサイク

ル事業者間で重複している選別プロセス分のコ

スト削減などの効果が確認された。その内容等

を踏まえ、プラスチック資源循環促進法を制定

し、リサイクル事業者と連携して、再商品化計

画を策定し、国の認定を受けることで、市町村

による選別・梱包等を省略してリサイクルを実

施することができることとした。 

【PPT102 ページ】 

市町村とリサイクル事業者の処理の一体

化は実証研究を踏まえコスト削減効果等

が得られたことから、市町村とリサイク

ル事業者が連携して処理を行う制度を構

築した。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 

① 

・製品プラスチッ

クの一括回収の実

証研究を検討・実

施する。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・プラスチック資源循環促進法へのスムーズな

対応のため、市区町村が主体となって実施する

分別収集・リサイクル（以下「一括回収等」と

いう。）、もしくは地方公共団体が主体となっ

て製造事業者等と連携して実施する使用済みプ

ラスチック使用製品の自主回収・リサイクル

（以下「自主回収等」という。）に係る先進的

モデルの形成支援を行うことを目的に、令和 4

年度は、一括回収等を行う 12 自治体（八戸市、

岩手町、猪苗代町、鹿嶋市、那須塩原市、大泉

町、江戸川区、横須賀市、富山市、沼津市、兵

庫県、福岡県）、自主回収等を行う 4 自治体

（秋田県、川崎市、東京都、藤沢市）の合計 16

自治体で実施した。 

【PPT103 ページ】 

製品プラスチックの一括回収等のモデル

事業を実施した結果、市民の分別状況、

CO2 排出量やコストの削減効果が確認さ

れたことから、製品プラスチックを一括

回収等を行うことの認定制度を創設し

た。 

 今後は同法の適正な執行に努めてい

く。 ① 
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・容器包装全体の

フローを整理した

上で、目標設定に

向けてどのような

指標が適当かの検

討を進める。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・令和元年 5 月にプラスチック資源循環戦略が

策定された。同戦略では３Ｒ＋Renewable の基

本原則と、６つの野心的なマイルストーンを目

指すべき方向性として掲げており、マイルスト

ーンについては 2030 年を中心に「リデュー

ス」、「リユース・リサイクル」、「再生利

用、バイオプラスチック」を対象に数値目標が

掲げられている。 

・同戦略の進捗、施策効果を把握していくた

め、環境省では指標の設定がなされた。また、

経産省では、「循環経済ビジョン 2020」、「成

長志向型の資源自律経済（令和４年５月１９日

産業構造審議会総会資料）」等を踏まえ、資源

循環経済政策の加速化を図るため、容器包装の

処理フローを整理した。 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022F

Y/000070.pdf 

＜詳細＞・環境省では、第四次循環型社会形成

推進基本計画でライフサイクル全体の徹底的な

資源循環に関する指標として、容器包装廃棄物

の回収地方公共団体数・実施人口割合（ プ ラ 

ス チ ッ ク系）を設定している。令和 4 年に第

四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の

第２回点検結果（循環経済工程表）では、その

指標は 85.1%（2019 年度）となる。 

・経済産業省では、令和 5 年にプラスチック製

容器包装、PET ボトル、紙製容器包装、ガラス

びんの動静脈物流解剖図を作成し、課題を整理

した。 

【PPT104 ページ】 

国としての方向性を整理したうえで目標

設定や数値の把握が進められており、検

討の動きとして評価できる。今後は、数

値目標達成に向けた各種実施主体の取組

を継続的に確認していく。 

② 



80 

 

b.  指定ごみ袋について

は、容リ制度の対象外

ではあるが資源として

の有効利用や市町村に

よる選別の負担軽減の

観点から、特定事業者

の義務を超えた負担が

拡大しないことを前提

にベールとともに再商

品化することも許容す

る運用について検討す

べきである。 

・プラスチック製

容器包装と指定ご

み袋について、ベ

ールとともに再商

品化することが許

容できるか、ま

た、運用変更に伴

う影響や効果等を

分析する。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・プラスチック一括回収の事業により、CO2 の

削減効果ややコスト低減効果に加え、再商品化

工程のプラスチック資源の割合の改善を確認し

た。 

・令和３年１月にとりまとめた「今後のプラス

チック資源循環施策のあり方について」を受け

て、プラスチック資源循環促進法において、プ

ラスチック使用製品廃棄物の分別収集の枠組み

の中で、指定ごみ袋も中身が空であれば、分別

収集物に含めてよいこととした。 

【PPT105 ページ】 

 プラスチック資源循環促進法を制定

し、指定ごみ袋も中身が空であれば、分

別収集物に含めてよいこととして、ペー

ルとともに再商品化することを許容され

ることとした。 

 今後、同法の適正な執行に努めてい

く。 
①  
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４．分別排出 

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a. さらに適切な分別排出

を行っていくために

は、分かりやすい識別

表示への改善や、再商

品化製品の最終用途情

報の提供等を推進する

ことが重要である。 

・市民に分かりや

すいプラスチック

製容器包装の識別

表示や紙製容器包

装の回収量の拡大

の観点からの識別

表示の検討を引き

続き行うべき。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

A：国が中心

となって有

識者、関係

者と連携し

検討。検討

結果は、合

同会合等に

報告。 

・紙製容器包装リサイクル推進協議会は識別表

示の検討を行った結果、古紙ルートで紙製容器

包装を雑がみとして回収しやすくするため「紙

単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表

示の設定」を提言した。 

・プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

ではプラスチック製容器包装の識別表示の検討

について、令和 2 年にプラスチック製容器包装

の環境配慮に関する自主設計指針を作成し、取

組の参考例として易識別によるリユース・リサ

イクル性考慮を提示している。 

【PPT108 ページ】 

紙製容器包装、プラスチック製容器包装

ともに、リサイクル関連団体にて識別表

示の検討を実施している。 

「容器包装識別表示等検討委員会報告

書」（平成 12 年７月容器包装識別表示

等検討委員会）では、容器包装を利用し

た商品は多岐にわたり、消費者の要請に

事業者が柔軟に取り組めるよう詳細な対

応を法定化すべきでないこと、各業界に

おいては、これら事項について早期に検

討を進め、消費者にとってのわかりやす

さや、視認性に配慮した一定の方法に基

づいた識別表示及び材質表示が実施され

るよう、ガイドライン、マニュアル等と

してとりまとめることが望まれるとして

いる。 

 この点を踏まえ、業界団体における検

討動向を継続的に確認することとする。 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/

main/data/mark/pdf/houkokusyo.pdf 

② 
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b. 分別排出に関する市民

への啓発については、

特定事業者、小売事業

者、再商品化事業者、

市町村が連携して情報

発信することが効果的

である一方、特に発生

抑制及び再商品化に関

して多くの情報を有す

る特定事業者は、より

積極的に適切に消費者

に対して情報発信を行

うことが効果的であ

る。 

・消費者の理解を

得るための分かり

やすい分別排出に

資する市町村や特

定事業者による情

報提供を促進す

る。 

E：事業者、消費

者、自治体等 

事業者 

・各種容器包装のリサイクルを推進する事業者

団体では、パンフレットの改定や年次報告書、

SNS や ICT の活用を通じて情報発信を行ってい

るほか、市民・自治体との意見交換会、セミナ

ー等を開催し、容器包装にかかる最新情報の共

有、相互理解の深化を推進している。 

・具体例として、ガラスびん３R 促進協議会の

HP では広報ツールを用意し、消費者への情報提

供資料として活用してもらっている。また、日

本容器包装リサイクル協会と連携し、同協会の

市町村説明会資料として提供している。広報ツ

ールは、自治体アンケートの分析結果、課題と

して抽出された項目（例：化粧品びんのリサイ

クル）に関するチラシを作成する等、分別を更

に促進するための工夫をしている。 

また、消費者の声を踏まえてリサイクルしやす

い商品となるよう関係団体に声をかけたり、分

別を行うよう自治体に協力を呼び掛けたりして

いる。 

【PPT109 ページ】 

 消費者への分別排出に関する情報提供

は、各事業者により精力的に行われてお

り、普及啓発活動が進められていると評

価できる。今後も継続的に業界団体の活

動を確認していく。 

② 

・地域協議会等を

設置するなどし

て、地域の特性に

応じた効果的な普

及啓発の方策につ

いて検討する。そ

の際、特に高齢者

や若者世代に対す

る普及啓発の工夫

を検討する。 

自治体 

・墨田区では、令和 4 年に開催された墨田区廃

棄物減量等推進審議会にて廃プラスチック分別

収集の普及啓発について検討された。分別方法

を「見える化」することで若年層や単身世代に

アピールする、分別啓発冊子の改訂・全戸配布

を行う、大学や事業者との連携・協働による普

及啓発の実施といった普及啓発方策について検

討が行われた。R5 年 10 月～R6 年 3 月に行われ

る「廃プラスチックの分別収集・再資源化」の

モデル事業では、生活の中でよく目にする集積

事業者等と連携して効果的な普及啓発の

方策について検討している自治体が見受

けられる点で評価できる。引き続き取組

状況の確認・把握に努める。 

② 
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E：事業者、消費

者、自治体等 

所看板を一新することで普及啓発を図ることと

している。 

【PPT113 ページ】 

 

５．再商品化  

 （１）プラスチック製容器包装の再商品化の在り方及び（２）再生材の需要拡大 （その１）  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a.  手間やコストを負担

する消費者、市町村、

特定事業者の理解の向

上、消費者・市町村に

よるベール品質向上促

進や収集量の拡大、再

商品化事業者の生産性

の向上を図るため、分

別収集実施市町村の拡

大方策の検討、入札制

度の見直しの検討（総

合的評価制度、一般枠

の入札参加者の拡大方

策の検討等を通じた競

争促進）、再生樹脂の

規格化・標準化の検討

を行うべきである。 

・総合的評価制度

について、再生材

の質の向上への配

点を重くすること

など評価項目の重

点化を早急に行う

とともに、品質管

理手法の評価につ

いては、第三者認

証を活用する等の

深化を図る方向で

見直す。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

会合等に報告。 

C：国 

D：指定法人が中

心となって有識

国が中心と

なって有識

者、関係者

と連携し検

討。検討結

果は、合同

会合等に報

告。 

・国の合同会合にて総合的評価制度の評価項目

変更（再生材の質の向上への配点を重くするこ

となど評価項目の重点化）の方向性を定めた。

同内容を踏まえ、指定法人は、総合評価項目の

うち、再生材の質の向上への配点を重点化させ

た。 

国の合同会合にて再生材の質の向上への

配点を重くすることなど評価項目の重点

化を実施するための方向性を定め、指定

法人において総合的評価項目の見直しが

行われ、執行されていることは評価でき

る。引き続き、当該評価項目により、質

の高い材料リサイクルが可能となる事業

者へのインセンティブとしての効果を入

札制度の執行を通じて確認していく。 

② 
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者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

・収率基準は、再

商品化製品の新規

需要の開拓に向け

た、優良な事業者

による高品質な再

商品化製品の生産

につながる先駆

的・試行的なもの

は品質を維持する

ことと併せて緩和

を認める。再商品

化過程の残渣は再

生利用を推奨し、

再生利用率を向上

させる取組は、総

合的評価制度で評

価する。 

B：審議会のサブ

グループなどで検

討 

C：国 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

審議会のサ

ブグループ

などで検討 

平成 28 年に実施された容器包装リサイクルワー

キンググループ（第 21 回） 中央環境審議会循

環型社会部会容器包装の 3R 推進に関する小委員

会（第 18 回） において、従前は再生材の「高

度な利用」と認定された用途に利用販売してい

る事業者に加点をしていたが、再生材の用途で

はなく、質に注目するため「高度な利用」の評

価項目を廃止するなど総合的評価の見直しの方

向性を示した。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/s

angyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/yoki_wg/pdf

/021_05_00.pdf 

【PPT116 ページ】 

再生材の質の安定に重点化した評価を行

うこととするとともに、再生材の用途に

係る評価項目を廃止したことにより、優

良な事業者による高品質な再商品化製品

の生産につながっていくことを期待。今

後も引き続き入札制度の運用状況等の確

認・把握に努める。 

② 
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b. 入札制度の基本的方向

については、例えば審

議会のサブグループな

ど経済産業省及び環境

省が連携した検討の場

で早急に具体化し、そ

の運用については、指

定法人において検討、

公表されるべきであ

る。 

・材料リサイクル

優先枠内の入札に

ついては、総合的

評価制度の結果に

応じて評価の高い

再商品化事業者の

稼働率をより高め

る等の入札競争上

の措置を講じる。 

B：審議会のサブ

グループなどで検

討 

C：国 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

審議会のサ

ブグループ

などで検討 

平成 28 年に実施された容器包装リサイクルワー

キンググループ（第 21 回） 中央環境審議会循

環型社会部会容器包装の 3R 推進に関する小委員

会（第 18 回） において、総合的評価の見直し

の方向性を示した。https://www.meti.go.jp/shi

ngikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_r

ecycle/yoki_wg/pdf/021_05_00.pdf 

【PPT116 ページ】 

再生材の質の安定に重点化した評価を行

うこととするとともに、再生材の用途に

係る評価項目を廃止したことにより、優

良な事業者による高品質な再商品化製品

の生産につながっていくことを期待。今

後も引き続き入札制度の運用状況の確

認・把握に努める。 

① 

c. 多様な再商品化手法の

ポテンシャ ルを最大限

活かした循環型社会に

向けた取組を社会全体

として行っていく中

で、当面、多様な手法

のバランスを保てるよ

う、材料リサイクル優

先５０％を維持すると

いうことで、それぞれ

のリサイクル手法の中

で、優良な事業者がポ 

テンシャルを伸ばせる

・材料リサイクル

事業者の登録要件

の見直しを行うと

ともに、優先枠を

放棄し、一般枠で

の入札を選択でき

る仕組みを早急に

導入する。 

B：審議会のサブ

グループなどで検

討 

C：国 

D：指定法人が中

審議会のサ

ブグループ

などで検討 

産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リ

サイクル小委員会 容器包装リサイクルワーキン

ググループ（第 18 回） 中央環境審議会循環型

社会部会容器包装の 3R 推進に関する小委員会

（第 15 回）において、一般枠の競争促進を図る

ため、希望する材料リサイクル事業者は、一般

枠での入札を選択できる仕組みの導入について

議論された。この審議を踏まえ、容リ協におい

て材料リサイクル事業者の一般枠での入札を可

能とする制度に改定された。 

審議会で見直しの方向性を示したこと

が、材料リサイクル事業者への一般枠で

の入札を可能とする容リ協での制度見直

しに繋がっており、評価できる。 

 この制度見直しが、優良な事業者のポ

テンシャルを伸ばす仕組みとして適切

か、入札制度の執行状況を継続的に確認

する。 

② 
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仕組みとすべきであ

る。 

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

・素材産業化を目

指す製造事業者と

して成長できる環

境を整備する。こ

のため、優良な事

業者がよりポテン

シャルを伸ばせる

ような入札制度を

目指す検討を行

う。 

B：審議会のサブ

グループなどで検

討 

C：国 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

審議会のサ

ブグループ

などで検討 

・経済産業省・環境省では、平成 28 年度に実施

されたプラスチック製容器包装再商品化入札制

度等に係る会合にて、プラスチック製容器包装

の再商品化入札制度等の見直しの方向性を検討

した。方向性の一つとして、質の高い安定的な

リサイクルを促進するため、総合的評価で認め

られた設備能力のうち一定割合を安定枠とする

とともに、優先枠であてがわれた以上の分別基

準適合物の再商品化を指向する材料リサイクル

事業者には、一般枠での入札を可能とした。 

【PPT118 ページ】 

同審議会で提示した見直しの方向性を踏

まえて容リ協にて総合的評価制度の見直

しが進められ、入札制度が執行されてい

ることは評価できる。 

 この制度見直しが、優良な事業者のポ

テンシャルを伸ばす仕組みとして適切

か、入札制度の執行状況を継続的に確認

する。 

d.  再生材の品質の水準に

ついて規格化・標準化

により再生材の市場を

創出するとともに、一

定の水準の再生材を継

続的に生産することを

確保するため、品質管

理規格の第三者認証の

・総合的評価制度

について、再生材

の質の向上に寄与

する項目への配点

を重くする。 

A：国が中心とな

って有識者、関係

者と連携し検討。

検討結果は、合同

国が中心と

なって有識

者、関係者

と連携し検

討。検討結

果は、合同

会合等に報

告。 

・国の合同会合にて総合的評価制度の評価項目

変更（再生材の質の向上への配点を重くするこ

となど評価項目の重点化）の方向性を定めた。

同内容を踏まえ、容リ協は、総合評価項目のう

ち、再生材の質の向上への配点を重点化させ

た。 

国の合同会合にて再生材の質の向上への

配点を重くすることなど評価項目の重点

化を実施するための方向性を定め、指定

法人において総合的評価項目の見直しが

行われ、執行されていることは評価でき

る。引き続き、当該評価項目により、質

の高い材料リサイクルを指向する事業者

へのインセンティブとしての効果を入札

制度の執行を通じて確認していく。 

② 
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活用を促進することが

有効である。 

会合等に報告。 

C：国 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

e.  再商品化製品の質の

向上や再商品化製品需

要の拡大（再商品化製

品利用製品の用途の透

明化を含む）を通じ

て、消費者等の理解と

協力を広めつつ従来よ

りも高付加価値な最終

用途商品への利用を促

進することが、消費者

の分別排出や自治体の

分別収集の協力拡大に

よる環境負荷低減と社

会全体のコスト削減に

もつながる。 

・各再商品化手法

のコスト構造の透

明化や再商品化製

品利用製品の用途

の透明化を図る。 

C：国 

国 

・プラスチック資源循環促進法において、減量

化、易リサイクル性やバイオ材の活用、再生プ

ラスチックの利用等を推奨する事項を盛り込ん

だプラスチック使用製品設計指針を策定し、当

該指針に適合した特に優れた設計に対する認定

制度を創設。 

【PPT119、120 ページ】 

 再商品化製品の利用促進に資するプラ

スチック資源循環促進法が施行されたこ

とは、高付加価値な最終用途商品への利

用を促進することにつながり、本件課題

への取組を加速するルールが策定された

と評価される。今後、同制度の執行状況

の確認・把握に努める。 

② 
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f.  質の高いリサイク

ル・資源効率性・コス

トの低減を意識した技

術・ 仕組みの検討も将

来課題と考えられる。 

・再生樹脂に係る

規格の標準化やそ

の活用を推進する

とともに、低炭素

で３Ｒを推進する

高度な技術の実証

支援等、研究開発

及び設備投資の促

進並びに金利優遇

措置を実施する。 

C：国 

国 

・令和４年度、環境省は、「脱炭素社会を支え

るプラスチック等資源循環システム構築実証事

業」において、使用済素材リサイクルプロセス

構築・省 CO2 化を推進した。具体的な実証内容

としては、自動車へのパルプ、バイオプラスチ

ックを用いた部品適用検討や、バイオ由来素材

を複合した再生樹脂の適用技術実証等がある。 

・環境省は、令和３年度補正「廃プラスチック

の資源循環高度化事業」により、2022 年４月１

日に施行される「プラスチックに係る資源循環

の促進等に関する法律」に基づいてプラスチッ

ク資源循環の取組を実施する民間企業の機器及

び設備の導入に係る支援を行った。具体的な支

援内容として、リサイクル樹脂使用ボトル製造

の為の新規設備導入やワンウェイスプーンフォ

ークのバイオマス商品化等がある。 

【PPT122、123、124、125 ページ】 

低炭素化や３R の高度化が推進され、商

用化につながる事例も出てきていること

は評価できる。引き続き、これらの助成

の効果検証を行いつつ、必要な助成制度

を検討する。 

② 

g.  固形燃料化について

は、引き続き、緊急避

難的な扱いを継続すべ

きである。リサイクル

手法を将来的に見直す

際には、ＲＰＦ等の燃

料利用に ついても検討

を行うべき。 

  

  

・固形燃料化の緊急避難的な扱いを維持してい

る。 

 循環型社会形成推進基本法で定められ

ている３Ｒの優先順位の考え方に従い、

固形燃料化については、引き続き、緊急

避難的な扱いを継続していることは評価

できる。 

 一方、指定法人の登録再生処理事業者

の減少が進んでいることなどを踏まえ、

今後も継続して、登録再生処理事業者の

再商品化能力が分別基準適合物を十分処

理できるのか把握・分析することが必

要。 

②  
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６．その他 

 （１）指定法人のあり方 

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   再商品化委託料が付

されている容器包装の

消費者への認知方策

や、フランチャイズチ

ェーン加盟店舗に係る

再商品化委託料の支払

い方法の合理化等の課

題等について指定法人

がどのように貢献して

いくことが可能か検討

することが重要であ

る。  

・指定法人が自ら

再商品化業務の効

率化のための点検

作業を実施すると

ともに、消費者に

対する普及啓発を

市町村と連携し取

組を行う。 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

指定法人 

・再商品化業務効率化のための点検作業として

は、各素材の再商品化における課題の抽出・改

善検討に加えて、事業者登録関係書類の電子化

に関する検討などを行っている。 

・市町村と連携した消費者に対する普及啓発と

しては、市町村に対する出前講座を実施してお

り、自治体経由での消費者に対する普及啓発を

行うとともに、出前講座で NPO に参加いただき

消費者に直接普及啓発を行うケースもある。 

【PPT127 ページ】 

・自治体との連携による消費者に対す

る普及啓発、さらには消費者に直接訴

求した普及啓発に取り組まれているこ

とは評価できる。今後も、指定法人と

して容器包装リサイクルに関する普及

啓発活動を継続的に進めることが重要

である。 
② 
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・指定法人は、再

商品化することに

課題のある容器等

の情報把握等に努

め、それらの情報

発信を行う。 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

指定法人 

・令和元年にリチウムイオン電池の廃棄物混入

が急増したことから、協会 HP や動画等を通じ

て、再生処理工場での火災、設備故障の原因と

なる禁忌品の周知を行い、消費者に廃棄する際

の適切な分別を呼びかけている。 

・さらにプラスチック製容器包装に関して、再

商品化に支障をきたす複合素材（金属やガラス

との複合素材）やプラマークの誤表示情報を把

握し、事業者に情報提供している。 

・PET ボトルに使用済注射針が混入する件数が

増加したため、日本医師会や日本糖尿病協会に

対し、PET ボトルを使用済注射針の保管容器と

して誤って使われることのないよう、ウェブサ

イトでの適切な情報提供を呼びかけた。 

【PPT128 ページ】 

・再商品化に支障をきたす禁忌品等に

ついて市町村におけるベール品質調査

やヒヤリング、再生処理事業者からの

トラブル報告などにより把握に努めら

れ、また、消費者や関連団体に対して

情報発信をしていると評価できる。引

き続き再商品化に課題のある容器等の

情報把握及び改善に努めることが重要

である。 

② 

・フランチャイズ

チェーン加盟店舗

に係る再商品化委

託料の支払い方法

の合理化策を指定

法人において検討

する。 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

指定法人 

・フランチャイズ加盟店舗の合理的な支払方法

として一括代理人契約制度を導入、運用を行っ

ている。 

【PPT129 ページ】 

・現行の一括代理人制度は円滑に運用

されており、また、フランチャイズチ

ェーン加盟店ごとの義務履行を一括代

理人が担うことにより、再商品化委託

料の支払い方法の合理化に寄与してい

るものと評価できる。 ①  
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６．その他  

 （２）ペットボトルの循環利用の在り方  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

a.  指定法人が行う再商

品化の管理業務につい

て素材産業としてリサ

イクルを推進するため

に相応しい制度の在り

方について、指定法人

において検討すること

が必要である。 

・指定法人におい

て廃ペットボトル

の再商品化業務の

効率化のための点

検作業を実施する 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

指定法人 

・平成 29 年度の「ペットボトルリサイクルの在

り方検討会」での議論を踏まえ、再商品化の運

用の見直しとして、再商品化製品の販売期限を

市町村から引き渡された後 3 か月以内とする

「３か月ルール」を改正し、再商品化製品の販

売期限を６か月以内とした。「３か月ルール」

の変更後は販売期間が伸びたことにより、経済

状況の変化に柔軟に対応できるようになった。 

【PPT130 ページ】 

・指定法人において廃ペットボトルの

再商品化業務の効率化のための点検作

業を実施したうえで、運用変更した点

に関しては評価できる。 

 今後も継続して、再商品化管理業務

の執行状況の確認・把握に努める。 

② 

・指定法人におけ

るケミカルリサイ

クル手法の優遇措

置を廃止する 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 

指定法人 

・ペットボトルについては特に水平リサイクル

を推進するマテリアルリサイクルの取組が進展

している状況を踏まえ、ペットボトルのケミカ

ルリサイクルの優遇措置を平成 29 年度初頭に廃

止した。 

素材産業としてマテリアルリサイクル

を推進するための運用に変更した点は

評価できる。 

① 
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b.  市町村による独自処

理の実態把握に努める

とともに、独自処理を

行っている市町村が容

リ制度に参加するよう

に促していくことが必

要である。 

・独自処理を行っ

ている市町村に対

する聞き取り調査

を行い海外流出後

の不適正処理の有

無などの実態把握

調査を行う。使用

済ペットボトルの

処理先について、

住民へ情報を提供

していない市町村

や引渡事業者と契

約時に引渡要件を

定めていない市町

村等の情報の公表

を一層推進する。 

C：国 

国 

・環境省では、汚れの付着したプラスチック

等、輸出相手国から不適正輸出事案としてシッ

プバックを受けた事例の調査を行った。調査を

踏まえ、シップバックの対象かどうかの判断を

容易に行えるよう基準を定めた。 

・環境省は、平成 29 年度に、独自処理を行って

いる市町村へのアンケート調査を実施した。独

自処理を選択する理由は指定法人ルートよりも

高く販売できるためであった。なお、約 4 分の

1 の市町村が引き渡し要件を定めていなかっ

た。また、今後も独自処理を継続する市町村が

ほとんどであった。 

【PPT131 ページ】 

 市町村の容リ制度への参加について

は、市町村側の収支バランスを踏まえ

て市町村の裁量で決定されるものであ

る。容リ制度はペットボトルリサイク

ルの一つの選択肢としての位置づけと

なる。 

 本施策としては、指定法人における

市町村、再商品化事業者等の需要を可

能な限り踏まえ、新たな設備投資や参

入等の動きを含めた再商品化事業者間

の競争がより促進されるよう、入札制

度に関する不断の検討を行うことが競

争政策上望ましく、今後の指定法人の

そうした取組を継続的に確認してい

く。 

②  
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６．その他  

 （３）ただ乗り事業者対策  

  報告書記載内容 

実施主体 対応施策の実施状況 現状の評価 分類 課題 課題に対する対応

施策案 

   ただ乗り事業者の存

在は、再商品化の義務

を履行しない法令違反

であり、容器包装リサ

イクル制度全体の持続

性に関わる問題である

ことから、さらに厳格

な対応が求められる。  

・主務省庁におい

て、指導や公表等

の措置を講じると

ともに、必要に応

じて罰則を適用す

るなど、厳格に対

応する。 

C：国 

国 

・主務省庁において、再商品化義務を履行してい

ないと推定される容器包装を利用するないし製造

する事業者に対して、義務履行を継続的に呼びか

けている。 

・農林水産省、経済産業省及び環境省は、地方農

政局等による報告徴収等により再商品化義務不履

行が確認された事業者に対し、平成 29 年 7 月に

勧告に従わなかった旨を公表するなどの対応を実

施している。 

https://www.env.go.jp/press/105785.html 

【PPT132 ページ】 

ただ乗り事業者対策は継続して実施し

ている。今後も引き続き厳格に対応す

る。 

② 

・法の広報活動を

行うことで、法の

目的と共に広く義

務履行を働きかけ

る。業界団体を通

じた包括的な広報

や指導について検

討する。 

C：国 

国 

・各省庁では、ウェブサイト上にて継続して容器

包装リサイクル法の紹介ページや義務履行の気づ

きを促すパンフレットを公表するなど、義務履行

に係る情報提供、普及啓発活動を行っている。 

【PPT133 ページ】 

各省庁においてウェブサイト、パンフ

レットの配布等により広報活動を行

い、事業者に義務履行を働きかけてい

る。また、容リ協が実施する各種説明

会等において国の職員が出向き、法の

広報活動を行っている。引き続き、容

器リサイクルに関わる者にとって、情

報にアクセスしやすい状況が維持され

るよう取り組んでいく。 

② 
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・指定法人におい

て消費者や消費者

団体等による監視

を強化するため義

務履行事業者名等

の公表の義務化を

検討する。 

D：指定法人が中

心となって有識

者・関係者と連携

しつつ検討・実施 
指定法人 

・容器包装リサイクル協会のホームページに「再

商品化義務履行者リスト」を掲載し、再商品化義

務を負っている特定事業者のうち、再商品化委託

料金を完納した（再商品化義務を履行した）事業

者名を公表している。また、「委託料金事業者別

リスト」を掲載し、委託料金（精算後）の公表同

意が得られた特定事業者に関しては公表してい

る。 

・特定事業者の再商品化（リサイクル）義務判断

チャートを作成し、ホームページ上で開示してい

る。 

・令和５年度には JAPAN PACK 2023 にただ乗り

事業者対策を目的に出展し、容リ制度と義務履行

の重要性を啓発。同時期に協会ホームページに特

設サイトを設け「法令遵守徹底のお願い」を掲載

し、新規特定事業者の委託申込を誘導。 

・直近では、関連団体（協会評議員の所属団体）

やＥコマースプラットフォーマー等との連携によ

る周知、啓発を強化している。 

【PPT134、135 ページ】 

指定法人は、再商品化義務履行状況を

広く監視するため、ホームページによ

り再商品化義務履行者を公表している

ものと評価できる。引き続き、公表に

加えて効果的な対応を国と連携を図り

ながら推進していくことが重要であ

る。 

③  
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参考資料4 H28 報告書のフォローアップ結果（参考資料） 
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